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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

大規模氾濫減災協議会の設置

大規模氾濫減災協議会の設置

・平成30年出水期までに、既に設置されている「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく協議会を、改正水防法に基づく「大規模氾濫減災協議会」
へ移行。水防法の改正を受けて、「地域の取組方針」を再確認し、減災対策を充実
・毎年、協議会を開催して取組状況をフォローアップし、必要に応じて「地域の取組方針」の見直しを実施
・協議会の取組内容等についてホームページ等で公表

H28年度設置
H29年度以降
毎年開催

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（１）ハード対策の主な取組
■（１）－１洪水を河川内で安全に流す対策

①堤防等河川管理施設の整備（洪水氾濫を未然に防ぐ対策） ・平成27年関東・東北豪雨を受けて定めた「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」の内、優先的に整備が必要な区間を整備 T R2年度 ▲

②多数の家屋や重要施設等の保全対策 ・2018年の緊急点検を踏まえ、氾濫による危険性が特に高い等の区間において、樹木・堆積土砂等に起因した氾濫の危険性を概ね解消 T R2年度 ▲

■（１）－２避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

①防災行政無線の増設・デジタル化等の改良、防災ラジオの配布、メール配信サービスの導入等必要性の高い取組を各市で適宜
選択して実施

・防災行政無線の増設・デジタル化等の改良
・防災ラジオの配布
・メール配信サービスの導入等

H・I
引き続き
実施

● ● ● ● ● ● ▲ ● ●
活
用

②浸水時においても災害対応を継続するため、庁舎等重要施設が洪水浸水想定区域内にある場合、施設整備や自家発電装置等の
耐水化等について浸水深等、必要性、重要性に応じて柔軟に対応又は対応の働きかけ
　市区町庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実（耐水化、非常用発電等の整備）
　市区町庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実

・浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化
・協議会の場等において、浸水想定区域内の市区町庁舎や災害拠点病院等の機能確保に関する情報を共有し、耐水化、非常用電源等の必要な対策及び
施設の増強については各施設管理者において順次実施、対策の実施状況については協議会で共有
・協議会の場等において、浸水想定区域内の市区町庁舎や災害拠点病院等に関する情報を共有し、各施設管理者等に対する洪水時の情報伝達体制・方
法について検討

R
H28年度から
順次実施

● ● ● ● ● ○ ▲ ● ●

③水防活動を支援するための新技術も含めた水防資機材等の導入の検討を含めて柔軟に対応 ・水防活動を支援するための新素材・新技術等を含めた水防資機材等の配備 P・Q
H28年度から
順次実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

④水防団の円滑な水防活動を支援するための簡易水位計や量水標、CCTVカメラ等の設置
　危機管理型水位計、河川監視用カメラの整備

・簡易水位計や量水標、CCTVカメラの設置
・国において平成29年度中に危機管理型水位観測規定等を作成
・平成29年度中に危機管理型水位計配置計画を公表
・危機管理型水位計配置計画に基づいて、順次整備を実施し、協議会の場等を活用して、配置状況を確認
・国において河川監視用カメラ画像の確実な提供体制を確保するため、設置目的に応じた河川監視用カメラの開発に着手
・河川監視用カメラの配置計画を見直し（設置目的に応じた性能最適化・集約化等）、順次整備を実施

N
引き続き
実施

▲

⑤迅速な水防活動を支援するための資機材の整備
・側帯等の維持管理
・協議会の場等を活用して、関係機関と情報を共有し市区町等の円滑な水防活動等、活用方策を検討・調整

P・Q
引き続き
実施

▲

⑥応急的な待避場所の確保
・協議会等の場において、応急的な待避場所の必要性について検討
・洪水ハザードマップに記載されている民間施設等を活用した緊急的な避難先の事例収集、調整内容や協定の締結方法について協議会の場等で情報提
供

E・F R2年度 ▲ ○ ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ●

（２）ソフト対策の主な取組　（２）－１逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組
■（２）－１－１情報伝達、避難計画等に関する事項

①住民の避難行動、迅速な水防活動を支援するための洪水予報等のリアルタイムの情報提供
　洪水時における河川管理者からの情報提供等（ホットラインの構築）

・洪水予報や水位予測等の情報発信の実施
・水位計の情報やライブカメラの映像をリアルタイムで提供
・プッシュ型メールの配信
・毎年、出水期前に協議会において、ホットラインについての連絡体制を確認
・第２ホットラインの活用

H・I
引き続き
実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
活
用

②夜間、荒天時における避難勧告等の発令基準の作成及び避難誘導体制の検討 ・夜間や荒天時を想定した避難勧告の発令基準や避難誘導体制の設定 C・D
H28年度から
順次実施

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
活
用

③避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（水害対応タイムライン）

・平成29年度に、全国20地域で、迅速かつ効率的な防災行動の実施を目指し、河川管理者、市区町、気象台等に加え、様々な関係者による多様な防災
行動を対象とした水害対応タイムラインの取組を先行して検討するとともに、協議会の場等を活用して、その取組の拡大を図る
・毎年、出水期前に協議会において、市区町等関係機関と水害対応タイムラインの運用状況を確認
・水害対応タイムラインを活用して、河川管理者は洪水対応訓練を実施し、また市区町は関係機関と連携して避難訓練等を実施して、明らかになった
課題等を踏まえ、避難勧告の発令基準や水害対応タイムライン等を 見直し

C・D・E・L・M
H28年度から
順次実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
参
加

④想定最大規模の洪水を対象とした洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表 ・洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの策定・公表 A
H29年度
（5月頃）

●
活
用

⑤想定最大規模の洪水を対象とした水害ハザードマップの策定
　水害ハザードマップの改良、周知、活用

・内水氾濫の恐れがある地域を対象に内水ハザードマップと合せた情報提供を含め対応
・広域避難を考慮したハザードマップの検討
・協議会の場等を活用して、水害ハザードマップの作成、周知及び訓練等への活用に関する優良事例を収集して、適宜、「水害ハザードマップ作成の
手引き」を充実し、市区町に提供
・想定最大規模の洪水による浸水想定区域図が作成された場合は、市区町において速やかに当該浸水想定に基づく水害ハザードマップを作成・周知
・水害ハザードマップの作成・改良後は、国において速やかに国土交通省ハザードマップポータルサイトへ登録し、住民等へ広く周知
・市区町において、水害ハザードマップの訓練等への活用について検討した上で実施

A
H29年度から
順次実施

▲ ▲ ▲ ● ● ○ ● ▲ ●
活
用

⑥隣接市区町における避難場所の設定（広域避難体制の構築）等

・各市区町において、水害リスク情報を踏まえて避難場所及び避難経路を検討し、当該市区町内の避難場所だけで避難者を収容できない場合等におい
ては、協議会の場等を活用して、隣接市区町等における避難場所の設定や洪水時の連絡体制等について検討・調整を実施
・また、必要となる避難場所、避難路の整備にあたっては、河川工事等の発生土砂を有効活用するなど、連携による効率的な整備を実施
・令和2年度までに隣接市区町等への広域避難体制を構築

E・F
H29年度から
順次実施

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
活
用

⑦要配慮者利用施設における避難計画の作成
　地下施設、大規模工場への対応等を考慮した避難計画の検討、施設管理者による計画案の作成の支援

・平成29年度中に、内閣府、消防庁、厚生労働省、県、市、施設管理者等と連携して、兵庫県、岡山県、岩手県においてモデル施設を選定し、避難確
保計画を作成。とりまとめた知見については、協議会等の場において共有。
・令和3年度までに対象の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練を実施を目指す。
・避難確保計画の作成状況、避難訓練の実施状況については、毎年、協議会等の場において進捗状況を確認。
・平成29年7月に「土砂災害防止対策基本指針」を改訂。

E・G・I・L R3年度 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ●

参
加
・
活
用

⑧洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・状況の切迫性が効果的に伝わる解説となるよう、解説を行う際の体制や、解説のタイミングとその内容等について整理 I・N R2年度 ●

⑨防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・堤防等の施設に係る機能や避難の必要性等に関する流域住民等への周知 B・I R2年度 ●

⑩避難計画策定のツールの充実 ･109水系における計画規模の洪水浸水想定区域図を浸水ナビ（地点別浸水シミュレーション検索システム）に実装。 I・N R2年度 ●
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具体的取組
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■（２）－１－２平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

①水災害の事前準備に関する問合せ窓口の設置 ・問合せ窓口の周知 A・B
引き続き
実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － ● ●
活
用

②水災害に関する説明会や避難訓練の開催
・住民向けの水防災に関する説明会や避難訓練の開催
・イベントでの展示やホームページ等でのイメージ動画等を活用

A・B・K
H28年度から
順次実施

▲ ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ●
活
用

③教員を対象とした講習会の実施
・都県・自治体による防災説明会の開催
・河川管理者による出前講座の講習等

A・B・K
H28年度から
順次実施

● ● ○ ● ● ○ ▲ ○ ● ● － ▲ ▲
参
加

④防災教育の促進

・都県・自治体による防災説明会の開催
・河川管理者による出前講座の講習等
・平成29年度に協議会において、防災教育に関する支援を実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画の作成支援に着手
・平成30年度末までに、国の支援により作成した指導計画を、協議会の関連市区町における全ての学校に共有（防災に関する内容が強化された新学習
指導要領に基づく授業がH32年度から開始されることも念頭に実施）

A・B・K
H28年度から
順次実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ▲ ●
参
加

⑤日常時から水防災意識の向上を図り、迅速な避難を実現するための「まるごとまちごとハザードマップ」の検討、案内板の整
備等

・公共施設や電柱を中心に、看板の設置を実施 A・E・G
H28年度から
順次実施

● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ●
活
用

⑥気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善
・警報等における危険度の色分け表示
・「警報級の現象になる可能性」の情報提供
・メッシュ情報の充実化

B・J H29年度 ●
活
用

⑦要配慮者利用施設や地下施設、大規模工場における避難訓練 ・避難計画に基づく、避難訓練の支援を実施 E・G・I・L
H28年度から
順次実施

○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲
参
加
・

活
用

⑧避難訓練への地域住民の参加促進
・関係機関が連携して実施する、自治体の避難情報、河川等の防災情報等を活用した住民参加型の避難訓練や、避難場所への避難訓練について、これ
までの実施状況や様々な工夫、今後の予定を協議会等の場で共有

K R2年度 〇 ○ － ▲ ● ○ ● ● 〇
参
加

⑨共助の仕組みの強化

・高齢者福祉部局への情報提供の実施
・地域包括センターにハザードマップの掲示や避難訓練のお知らせ等の防災関連パンフレットの設置
・地域包括支援センター・ケアマネージャーと連携した水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組の実施及びその状況の共有
・自主防災組織、福祉関係者、水防団、水防協力団体等による避難時の声かけや避難誘導を含む訓練を実施
・地区防災計画の作成や地域の防災リーダー育成に関する市区町の取組に対して専門家による支援を実施

A・B・K R2年度 〇 ○ ▲ ▲ ▲ ○ ● ▲ ●

⑩地域防災力向上のための人材育成

・モデル地区を選定し、地域に精通し、水害・土砂災害リスク等に関する豊富な知見を有する専門家による支援方法について検討
・取組を支援する専門家リストを作成
・要請に応じ、専門家の派遣
・支援結果について協議会等の場で共有

A・B・K R2年度 〇 ○ － ○ ● － ▲ ● ● 〇 ●

（２）ソフト対策の主な取組　（２）－２洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組
■（２）－２－１水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

①水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練等の実施
・無線やメールなどを活用した情報伝達手段の確保
・情報伝達訓練等の実施

N
引き続き
実施

● ● ● ● ● ●
参
加

②水防団や地域住民が参加し、洪水に対しリスクが高い区間の共同点検等の実施
　重要水防箇所の見直し及び水防資機材の確認

・水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検
・毎年、出水期前に重要水防箇所や水防資機材等について河川管理者と水防活動に関わる関係者（水防活動に係る建設業者を含む）が共同して点検を
実施

N・O
引き続き
実施

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
参
加

③水防団、自主防災組織、消防署等の関係機関が連携した水防訓練等の実施
　水防団間での連携、協力に関する検討

・合同水防訓練や水防管理団体が行う訓練への参加
・多様な関係機関、住民等の参加により、より実践的な水防訓練となるよう、訓練内容の検討、調整をして実施
・協議会の場等を活用し、大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水防活動が実施できるよう関係者の協力内容等について検討・調整

O
引き続き
実施

● ● － ● ● ● ● ● ● ● ● ●
参
加

④水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定等の促進 ・広報紙やホームページ等で広く募集していく O
引き続き
実施

● ● － ● ● ● － ●
活
用

⑤水防に関する広報の充実（水防団確保に係る取組） ・協議会の場等を活用して、水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参画を促すための具体的な広報の進め方について検討の上、順次実施 O
引き続き
実施

○ ○ － ● ● ● ● ● ●

（２）ソフト対策の主な取組　（２）－３一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動及び施設運用強化の取組
■（２）－３－１排水活動及び施設運用の強化に関する取組

①氾濫水を迅速に排水するための排水施設の情報共有及び排水手法等の検討、排水施設の保守点検・メンテナンスの実施の他、
故障等発生時のバックアップの仕組み作り、排水ポンプ車・ポンプ施設の配置計画について、関係機関が連携して実施
　排水施設、排水資機材の運用方法の改善及び排水施設の整備等
　樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

関係機関が連携して、
・排水施設の情報共有および排水手法等の検討
・排水施設の保守点検・メンテナンスの実施
・故障等発生時のバックアップの仕組み作り
・排水ポンプ車・ポンプ施設の配置計画検討
・協議会の場等を活用して、水害リスク情報を共有するとともに、現況の施設・機材の情報について共有
・令和2年度までに、長期にわたり浸水が継続する地域などにおいて、排水計画を作成
・各施設管理者において施設の増強や耐水化等の対策を順次実施

S
H28年度から
順次実施

○ ○ ▲ ○ ● ▲ ● ● ● ● ○ ●

②排水計画に基づく排水訓練の実施 排水ポンプ車等による訓練等 S
H28年度から
順次実施

○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● 〇 〇 ▲

■（２）－３－２減災・防災に関する国の支援

①災害時及び災害復旧に対する支援

・平成30年度までに災害対応のノウハウを技術移転するため、初動対応から復旧に至るまで総合的にマネジメントできる人材育成プログラムを作成
し、これに基づき研修・訓練等を協議会において情報提供
・国による地方公共団体等への支援充実に加え、地方公共団体間の相互支援を促し、災害対応力の向上を図るため、災害発生時に地方整備局等から被
災状況やTEC-FORCEによる支援活動を被災地以外の地方公共団体にも情報提供を充実

K
H29年度から
順次実施

●

②災害情報の地方公共団体との共有体制強化 ・平成29年度中に、DiMAPSの利用促進に向け、都県に対する説明を実施し、災害情報共有を強化 B H29年度 ●



○概ね５年で実施する取組（中川・綾瀬川）3／17 【参考資料－２】
●：実施済み（完了）　、　▲：着手済み（継続）　、　○：実施予定　、　－：予定無し　、　■：該当なし・対象なし　赤字：更新箇所

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

大規模氾濫減災協議会の設置

ー
H28年度設置
H29年度移行
毎年開催

H28

H29

H30

R1

R2

（１）ハード対策の主な取組

（１）－１洪水を河川内で安全に流す対策

T R2年度

・堤防整備（天端舗装含

む）

流下能力対策 L=7.２km

浸透対策 L=0.5km

ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 L=0.2km

侵食・洗掘対策 L=0.1km

H28

流下能力対策

L=0.3km（H28年度完成）

H29

流下能力対策

L=0.8km（H29年度完成）

H30

流下能力対策

L=0.5km（H30年度完成）

R1

流下能力対策

L=0.1km（R1年度完成）

R2

流下能力対策

L=2.3km（Ｒ２施工予定）

ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策

L=0.2km（Ｒ２施工予定）

T R2年度

橋梁架替　等

H28

H29

H30

橋梁架替　1式

R1

橋梁架替　１式（R1年度施

工）

R2

橋梁架替　１式（R2施工予

定）

江
戸
川
区

葛
飾
区

足
立
区

課題 目標時期
吉
川
市

松
伏
町

三
郷
市

越
谷
市

八
潮
市

草
加
市

実施する機関

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整

大規模氾濫減災協議会の設置

取組状況

取組状況

・堤防等河川管理施設の整備
（洪水を未然に防ぐ対策）

・多数の家屋や重要施設等の保
全対策

取組状況

フォローアップ

フォローアップ

ー

フォローアップ

水防法改正に伴い法定協議会へ移行済み

協議会設置



○概ね５年で実施する取組（中川・綾瀬川）4／17 【参考資料－２】
●：実施済み（完了）　、　▲：着手済み（継続）　、　○：実施予定　、　－：予定無し　、　■：該当なし・対象なし　赤字：更新箇所

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（１）ハード対策の主な取組

（１）－２避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

H・Ｉ
引き続き

実施

・防災無線をアナログから

デジタルに改良済み

・防災行政無線について

は、H34年12月で現行のア

ナログ機器が使用できなく

なることから、H33年度ま

でにデジタル化の再整備工

事を実施する。

・情報配信手段とについて

は、登録制メール、ツイッ

ター、ＬＩＮＥ、Ｌアラー

トを整備済み。

・H31年度まで固定系防災

行政無線のデジタル化整備

を実施中。

・Ｌアラート、市メール配

信システム、緊急速報メー

ルを整備済み。

・固定系（同報系）はデジ

タル行政無線を完備してい

る。

・移動系無線について、デ

ジタル化を検討している。

【H29～H32で検討】

・デジタル防災行政無線の

整備中【H28】

・情報配信手段について

は、市ホームページ、登録

制メール、ツイッター、埼

玉テレビデータ放送を整備

済み。

・H25からデジタル化工事

を行っている。【H28完

了】

・防災行政無線のデジタル

化を、H２８年度実施設

計、29から31年度でデジタ

ル化の工事を予定。

・防災行政無線をデジタル

化した

・希望する聴覚・視覚障害

者に電話・ＦＡＸで避難情

報を発信する

・防災行政無線のデジタル

化を進めている。【H27～

31】

H28 －

H33年度までの防災行政無

線デジタル化再整備に向け

検討を行った。

固定系防災行政無線を３０

基デジタル化整備した。

三郷市メール配信サービス

を開始した。

固定系(同報系)防災行政無

線のデジタル化を完了し

た。

スマートフォンアプリ

(Yahoo!防災速報)での情報

発信が行える体制を整備し

た。

デジタル化工事完了 実施設計中 要配慮者利用施設に電話・

FAXによる避難情報発信シ

ステムについて紹介をし

て、希望する施設を登録し

た

防災無線のデジタル化を継

続実施。

H29 －

H33年度までの防災行政無

線デジタル化再整備に向

け、引き続き検討を行っ

た。

固定系防災行政無線を６基

デジタル化整備した。

・防災無線（移動系）のデ

ジタル化の検討を行った

【H29～H32で検討】

メールやスマートフォンア

プリ等情報配信ツールを使

用した情報配信の実施及び

メール登録等の推進を行っ

た。

デジタル化工事完了 デジタル化工事開始予定

固定系防災行政無線を１０

局デジタル化整備する。

電話・FAXで避難情報を発

信する対象者の登録件数を

増やす

防災無線のデジタル化を継

続実施。

H30

・引き続き防災行政用無線

（デジタル）を適正に管理

した。また、防災行政無線

とメール配信の連動につい

て整備を進めた。

平成31年度（2019年度）か

ら平成32年度（2020年度）

までの2か年で実施するデ

ジタル化再整備工事に向け

て、詳細設計業務を実施し

た。

固定系防災行政無線を８基

デジタル化整備した。

引き続き防災無線（移動

系）のデジタル化の検討を

行った

引き続き、メールやスマー

トフォンアプリ等情報配信

ツールを使用した情報配信

の実施及びメール登録等の

推進を行った。

デジタル化工事完了 １４０局の固定系防災行政

無線のデジタル化整備のう

ち半数の７０局を実施し

た。

電話・FAXで避難情報を発

信する対象者の登録件数を

増やす

防災無線のデジタル化を継

続実施。

R1

・引き続き防災行政用無線

（デジタル）及びメール配

信連動を適正に管理し、新

たな情報配信方法等につい

て検討していく。

平成31年度（2019年度）か

ら平成32年度（2020年度）

までの2か年でデジタル化

再整備工事を実施予定。

固定系防災行政無線屋外拡

声子局を１基新設、６基デ

ジタル化整備した。

引き続き防災無線(移動系)

のデジタル化を進めてい

く。令和２年１月より架電

サービスを開始した。

引き続き、メールやスマー

トフォンアプリ等情報配信

ツールを使用した情報配信

の実施及びメール登録等の

推進を行った。

デジタル化工事完了 更新、新設箇所は合わせて

１８９箇所。固定系防災行

政無線のデジタル化整備を

令和元年度７０局実施し、

１４０箇所終了した。風水

害時、防災無線が聞こえな

い場合の対応を検討。

電話・FAXで避難情報を発

信する対象者の登録件数を

増やす

防災無線のデジタル化を完

了。

R2

・引き続き防災行政用無線

（デジタル）及びメール配

信連動を適正に管理し、新

たな情報配信方法等につい

て検討していく。

・令和元年度（2019年度）

から令和2年度（2020年

度）までの2か年を工期と

する「越谷市固定系デジタ

ル防災行政無線整備工事」

を実施。

・デジタル化に伴い、音声

放送のほか、市ホームペー

ジ、登録制メール、ツイッ

ター、防災アプリ、電話応

答装置等、複数の情報伝達

媒体へ一斉に情報配信する

ことが可能になる。

実施済み 引き続き防災無線(移動系)

のデジタル化を進めてい

く。

引き続き、メールやスマー

トフォンアプリ等情報配信

ツールを使用した情報配信

の実施及びメール登録等の

推進を行なう。

デジタル化工事完了 残り４９局を令和２年度に

実施し完成予定。

風水害時、防災無線が聞こ

えない場合の対応を検討。

電話・FAXで避難情報を発

信する対象者の登録件数を

増やす

－

R
H28年度
から

順次実施

・庁舎等の自家発電設備等

の耐水化等について検討し

ていく。【H28～】

・災害対策本部を設置する

庁舎は浸水想定域に入って

いない

・災害対策本部の代替施設

として、八潮消防署、八潮

メセナ、やしお生涯楽習館

を位置付けている。

・新庁舎の建設。

・庁舎は浸水想定区域にあ

るが、本部を３階に設置す

ることにより災害対応を継

続

・吉川市役所本庁舎、第2

庁舎の移転に併せて、自家

発電装置の耐水化を実施

・可搬型の発電機の調達に

ついて民間事業者と協定締

結

・可搬型の発電機の調達に

ついて民間事業者と協定締

結している。

・本庁舎の各入り口に、止

水板が設置できる構造と

なっている。また、建物地

下に排水ポンプが設置して

あり、非常電源の耐水化は

図られている。

・プロパンガスを活用した

自家発電の導入について、

検討をしている。また、庁

舎の建て替えに合わせて、

浸水対策としての設備の検

討を行う。【H28】

・本庁舎については浸水深

以上の２階に非常用電源を

確保。小中学校改築の際は

体育館や防災倉庫を２階に

整備する等の対応を検討し

ている。

H28

・庁舎等の自家発電設備に

ついて耐水化を確認。 －

「建替えにより耐震化を図

る」庁舎耐震化方針を策定

した。
－

災害対策用可搬式発動発電

機を購入した。

庁舎自家発電設備の整備に

ついて検討する。 －

継続して検討をしている 水害時の対応に配慮した学

校改築を継続検討実施。

H29 － －

・新庁舎の建設に向け、八

潮市庁舎建設基構想の策定

を実施した。
－

新庁舎移転に併せて、庁舎

屋上に自家発電装置を設置

【H29～H30】

庁舎自家発電設備の整備に

ついて検討する。 －

継続して検討をする 水害時の対応に配慮した学

校改築を継続検討実施。

H30

・新庁舎建設に向け、浸水

に耐えうる施設整備等を検

討した。

－

・市庁舎の代替施設とし

て、駅前出張所、八潮メセ

ナ・アネックス、やしお生

涯楽習館、八潮メセナを位

置付けた。

・新庁舎の建設に向け、基

本計画の策定を実施した。

市庁舎及び災害対策本部が

設置される消防防災庁舎

（３階）について、自家発

電装置を市庁舎は7階、消

防防災庁舎は屋上に設置し

ている。

新庁舎移転に併せて、庁舎

屋上に自家発電装置を設置

【H30】

庁舎自家発電設備の整備に

ついて検討する。

－

ソーラーパネルや可搬型発

電機について整備した。ま

た、庁舎の建て替えに合わ

せて、浸水対策としての設

備の検討を行う。

水害時の対応に配慮した学

校改築を継続検討実施。

R1

・新庁舎建設に向け、浸水

に耐えうる施設整備等を検

討していく。

－

新庁舎の建設に向け、基本

設計・実施設計業務委託公

募型プロポーザルの実施。

－ －

庁舎自家発電設備の整備に

ついて検討する。

本庁舎の各入り口に、止水

板が設置できる構造となっ

ている。

本庁舎の一部で改修計画を

策定中。非常用発電の位置

などを検討を行う。災害拠

点病院への情報伝達及び対

応について、引き続き検討

をおこなう。

継続して検討をする 水害時の対応に配慮した学

校改築を継続検討実施。

R2

・新庁舎建設に向け、浸水

に耐えうる施設整備等を検

討していく。

・災害対策本部を設置する

庁舎は浸水想定域に入って

いない

・令和元年度（2019年度）

から令和2年度（2020年

度）までの2か年を工期と

する「越谷市役所新本庁舎

建設工事」を実施。

・新本庁舎は免震構造と

し、非常用発電設備は屋上

に設置する。

新庁舎の建設に向け、実施

設計予定。

－ －

庁舎自家発電設備の整備に

ついて検討する。

継続して検討を行う。 継続して検討をする 水害時の対応に配慮した学

校改築を継続予定。

取組状況

①防災行政無線の増設・デジタ
ル化等の改良、防災ラジオの配
布、メール配信サービスの導入
等必要性の高い取組を各自治体
で適宜選択して実施

取組状況

②浸水時においても災害対応を
継続するため、庁舎等重要施設
が洪水浸水想定区域内にある場
合、施設整備や自家発電装置等
の耐水化等について浸水深等、
必要性、重要性に応じて柔軟に
対応又は対応の働きかけ
　市区町庁舎や災害拠点病院等
の機能確保のための対策の充実
（耐水化、非常用発電等の整
備）
　市区町庁舎や災害拠点病院等
の施設関係者への情報伝達の充
実

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整

課題 目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（１）ハード対策の主な取組

（１）－２避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

P・Q
H28年度
から

順次実施

・必要資材は防災備蓄倉庫

等に備蓄

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行う。

【H28～】

・水防資機材等について

は、２箇所に配備してい

る。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行う。

・土のう、ブルーシートを

保管している。定期的に土

のうを作成し、計画的に保

管する。

・水防団が利用しやすいよ

うに資機材の配置計画を立

てている。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行ってい

る。

・必要資材は防災備蓄倉庫

等に備蓄

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行う。

【H28～】

・水防団が利用しやすいよ

う、資機材の充実を図る。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行う。

【H29～】

・東京都水防計画の資材標

準備蓄品目を参考に資機材

を保管している。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行う。

【H32】

・消防団に６艇ゴムボート

を貸与している

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行う。

【H28】

・２ｔポンプ車１台を保有

している。

・水防資機材は区内の資材

倉庫に分散して配備、管理

している。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行う。

【毎年継続】

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行う。

【継続】

・資機材等の配備

H28

・関係課と情報共有を実

施。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行った。

実施済み

－

水防資機材を購入した。 今年度実施予定なし

－

消防団に貸与するゴムボー

トの拡大について検討

区民がいつでも自由に土の

うを取り出せる置場（土の

うステーション）を10箇所

増設。（全38箇所）

・災害救助用ボートを平成

28～30年度の３箇年計画で

消防団26分団に配備。

－

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行ってい

る。

・適切な管理をし、必要数

量を補充するようにしてい

る。

H29

・必要な水防資機材の更新

及び点検等を実施した。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行った。

実施済み

－

水防資機材を購入した。 実施済み 軽量型止水板など水防資機

材を更新。

消防団に貸与するゴムボー

トを新たに３艇拡大する

災害救助用ボート10艇を消

防団に分散配備。

水防資機材の保管状況の確

認・補充を行った。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行ってい

る。

・資機材の必要数量につい

ては補充済み。

H30

・必要な水防機資材の更新

及び点検等を実施し、新た

な資器材の導入検討を行っ

た。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行った。

水防災資機材倉庫を設置し

た。
－

水防資機材を購入した。 水防資機材を適正に管理す 水防資機材の更新及び適切

な管理を行った。

消防団に貸与するゴムボー

トの拡大について検討

土のうステーション設置個

所を3箇所増設

（全41箇所）

重要水防箇所共同点検にお

いて水防資機材を点検し

た。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行ってい

る。

R1

・引き続き、必要な水防機

資材の更新及び点検等を実

施し、新たな資器材の導入

検討を行う。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行った。

実施済み

－

水防資機材を購入した。 水防資機材を適正に管理す ・水防資機材の更新及び適

切な管理を行った。

・新たな簡易水防工法（吸

水土のう）の検証を行っ

た。

消防団に貸与するゴムボー

トの拡大について検討

土のうステーション設置個

所を1箇所増設

（全42箇所）

継続して点検を行う。 ・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を継続して

行う。

R2

・引き続き、必要な水防機

資材の更新及び点検等を実

施し、新たな資器材の導入

検討を行う。

・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を行う。

実施済み。

－

水防資機材を購入を検討す

る。

水防資機材を適正に管理す ・水防資機材の更新及び適

切な管理を行う。

・土のうステーション等の

再配置や増設を行う。

消防団に貸与するゴムボー

トの拡大について検討

土のうステーション設置箇

所を引き継き検討

継続して点検を行う。 ・適宜、水防資機材の更新

及び適切な管理を継続して

行う。

Ｎ
引き続き

実施

・簡易水位計、カメラ等の

設置

H28

・危険箇所における簡易水

位計とカメラの設置を完

了。

H29 －

H30 －

R1
簡易型河川監視カメラを設

置予定。

R2

P・Q
引き続き

実施

・水防用土砂等の資機材の

配備

H28
・各所に側帯として水防用

土砂を確保している。

H29
・資機材の必要数量につい

ては補充済み。

H30
・吉川防災ステーションの

整備を推進。

R1
・吉川防災ステーションの

整備を推進。

R2
・吉川防災ステーションの

整備を推進。

E・F R2年度

洪水時の応急的な待避場所

の確保について先進事例等

を集め、必要性について検

討を行う。

応急的な待避場所や民間施

設等を活用した緊急的な避

難先の確保について事例収

集を行い、必要性について

検討していく。

町会と近隣企業との間で緊

急一時避難場所に関する協

力書の締結を実施してい

く。

引き続き民間施設と災害時

の一時避難場所としての利

用について協定締結等を検

討していく

・応急的な待避場所の必要

性について検討する。

・民間施設等を活用した緊

急的な避難先の確保に向け

た協定の締結の検討を行

う。

洪水時の一時避難場所とし

て、町内の大型物流倉庫事

業者と協定を締結する

警察署と協力し、ビルやマ

ンション管理者に対して緊

急避難建物（クイック退避

建物）として住民に開放す

るよう協力を求める。

民間施設等のとの協定締結

を行っていく。

水害時の一時避難協定の締

結を推進する

応急的な待避場所の検討す

る。

H28

町会と近隣企業との間で緊

急一時避難場所に関する協

力書の締結を実施した。

水害時の一時避難協定の締

結を推進する

検討実施

H29
引き続き実施した。 水害時の一時避難協定の締

結を推進する

検討実施

H30

引き続き実施した。 ・協議会等の場において、

応急的な待避場所の必要性

について検討した。

・民間施設等を活用した緊

急的な避難先の確保に向け

た協定の締結の検討を行っ

た。

水害時の一時避難協定の締

結を推進する

検討実施

R1

応急的な退避場所の必要性

について検討していく。

必要性について検討してい

く。

引き続き実施した。 民間施設と災害時の一時避

難場所としての利用につい

て協定締結済

・協議会等の場において、

応急的な待避場所の必要性

について検討した。

・民間施設等を活用した緊

急的な避難先の確保に向け

た協定の締結の検討を行っ

た。

洪水時の一時避難場所とし

て、町内の大型物流倉庫事

業者と協定を締結。

区内の警察署において、ビ

ルやマンション管理者に対

して高層建物を緊急避難建

物（クイック退避建物）と

して住民に開放するよう協

力を求めている。区では物

資の供給を実施。

水害時の一時避難協定の締

結を推進する

検討実施

R2

民間施設との協定締結を含

め、応急的な退避場所につ

いて検討していく。

応急的な退避場所の必要性

について検討していく。

引き続き実施予定。

－

・協議会等の場において、

応急的な待避場所の必要性

について検討する。

・民間施設等を活用した緊

急的な避難先の確保に向け

た協定の締結の検討を行

う。

引き続き応急待避所につい 警察と連携し引き続き（ク

イック退避建物）として住

民に開放するよう協力を求

めていく。

民間商業施設との水害時退

避場所としての協定を行

う。

水害時の一時避難協定の締

結を推進する

検討予定

課題 目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整

取組状況

取組状況

③水防活動を支援するための新
技術も含めた水防資機材等の導
入の検討を含めて柔軟に対応

⑥応急的な待避場所の確保

取組状況

⑤迅速な水防活動を支援するた
めの資機材の整備

取組状況

④水防団の円滑な水防活動を支
援するための簡易水位計や量水
標、CCTVカメラ等の設置
　危機管理型水位計、河川監視
用カメラの整備
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

　（２）－１逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

（２）－１－１情報伝達、避難計画等に関する事項

Ｈ・Ｉ
引き続き

実施

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

自治体とのホットライン窓

口を設定し、問合せ等に対

応する。

・洪水予報等の情報発信を

行うと共に水位計やライブ

カメラの情報をリアルタイ

ムで提供する。

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

H28 － － － － － － － － － －

自治体とのホットライン窓

口を設定し、問合せ等に対

応した。

・洪水予報等の情報発信を

行った。

・水位計やライブカメラの

情報をＨＰ等で提供。

・水防部会にて連絡体制を

確認。

H29

・プッシュ型メール配信に

ついての回答

・プッシュ型メール配信に

ついての回答

・プッシュ型メール配信に

ついての回答

他の河川と配信時期を合わ

せてプッシュ型メール配信

を受ける

・プッシュ型メールの配信

手続き【H29】

・プッシュ型メール配信に

ついての回答

・ホットライン構築してい

る。

・プッシュ型メール配信に

ついての回答

・プッシュ型メール配信に

ついての回答

・プッシュ型メール配信に

ついての回答

・プッシュ型メール配信に

ついての回答

自治体とのホットライン窓

口を設定し、問合せ等に対

応した。

・プッシュ型メール配信に

ついての意向調査。

・水防部会にて連絡体制を

確認。

H30

自治体とのホットライン窓

口を設定し、問合せ等に対

応した。

・希望自治体に、緊急速報

メール（プッシュ型メー

ル）についての配信手続き

を実施。

・協議会にて連絡体制を確

認。

R1

自治体とのホットライン窓

口を通じて問合せ等に対応

する。

協議会において、ホットラ

インに関する連絡体制を確

認。

R2

自治体とのホットライン窓

口を通じて問合せ等に対応

する。

協議会において、ホットラ

インに関する連絡体制を確

認。

Ｃ・Ｄ
H28年度
から

順次実施

・避難判断基準等の見直し

を検討していく。【H28

～】

・避難勧告等判断・伝達マ

ニュアルの作成について検

討していく【H30】

・避難誘導体制の検討を行

う。【H29～】

・避難勧告等の発令基準は

避難の準備や移動に要する

時間を設定することになっ

ている。夜間、荒天時の発

令について検討する【H29

～】

・現在の避難勧告等の発令

基準を元に、夜間における

基準・体制を検討する。

【H28～】

・避難判断マニュアルの作

成を検討中

防災無線、Ａメール、広報

車などによる周知を具体的

に検討する【H28～】

・夜間、荒天時においては

既に定めている基準よりも

早い段階で避難情報を発令

することとする

【H28】

・広域避難の促進を目的と

した、自主広域避難の呼掛

け、広域避難勧告といった

早期段階における避難情報

の発表を検討中。

・作成に必要な情報の提供

および策定を支援

H28

・避難判断水位、危険判断

水位について見直しを実

施。 －

避難誘導体制の検討を行っ

た。
－

現在の避難勧告等の発令基

準をもとに、夜間における

基準・体制の検討を行っ

た。

今年度実施予定なし 検討中 避難誘導体制について検討

中

江東５区広域避難推進協議

会を立ち上げ検討実施。

・作成に必要な情報の提供

や策定の支援体制を確保し

ている。

H29 － －

引き続き実施した。 ・避難勧告等の発令基準は

避難の準備や移動に要する

時間を設定することになっ

ている。夜間、荒天時の発

令について検討した【H29

～】

引き続き、夜間における基

準・体制の検討を行った。

マニュアルを作成した。 庁内関係部署との検討を進

めていく

避難誘導体制について検討

する

江東５区広域避難推進協議

会において検討実施。

・作成に必要な情報の提供

や策定の支援体制を確保し

ている。

H30

・避難判断基準等について

検証した。

－

引き続き実施した。 避難勧告等の発令基準は避

難の準備や移動に要する時

間を設定することになって

いる。夜間、荒天時の発令

及び避難誘導体制について

検討した。

引き続き、夜間における基

準・体制の検討を行った。

作成済み。 庁内関係部署との検討を実

施。及び江東５区広域避難

推進協議会および内閣府と

東京都が設置した首都圏に

おける大規模水害広域避難

検討会と連携し検討を実

施。

避難誘導体制について検討

する

江東５区広域避難推進協議

会において、避難勧告等の

発令基準を定め、「首都圏

における大規模水害広域避

難検討会」と連携し避難誘

導体制を検討実施

・作成に必要な情報の提供

や策定の支援体制を確保し

ている。

R1

・引き続き避難判断基準等

について検証していく。

・避難勧告等判断・伝達方

法のマニュアル化について

検討する。

引き続き実施した。 引き続き、夜間、荒天時の

発令及び避難誘導体制につ

いて検討した。

引き続き、夜間における基

準・体制の検討を行った。

マニュアルの更新について

検討する。

気象庁ＯＢなどが在籍する

ＮＰＯ法人とアドバイザ

リー契約を行い、気象デー

タや避難勧告発令に必要な

データやアドバイスを受け

る。

避難誘導体制について検討

する

江東５区広域避難推進協議

会において、避難勧告等の

発令基準を定め、「首都圏

における大規模水害広域避

難検討会」と連携し避難誘

導体制を検討実施

・作成に必要な情報の提供

や策定の支援体制を確保し

ている。

R2

・台風１９号での対応で明

らかとなった課題を踏ま

え、避難判断基準の検証を

進める。

・引き続き避難勧告等判

断・伝達方法のマニュアル

化について検討する。

引き続き実施予定。 引き続き、夜間、荒天時の

発令及び避難誘導体制につ

いて検討する。

引き続き、夜間における基

準・体制の検討を行う。

マニュアルの更新について

検討する。

気象庁ＯＢなどが在籍する

ＮＰＯ法人とアドバイザ

リー契約を行い、気象デー

タや避難勧告発令に必要な

データやアドバイスを受け

る。

　悪天候の際に防災行政無

線放送や広報車による周知

ができなかったことについ

ての対策について検討を行

う。

避難誘導体制について検討

する

「首都圏における大規模水

害広域避難検討会」と連携

し、江東５区広域避難推進

協議会において避難誘導体

制の検討予定。

・作成に必要な情報の提供

や策定の支援体制を確保し

ていく。

②夜間、荒天時における避難勧
告等の発令基準の作成及び避難
誘導体制の検討

①住民の避難行動、迅速な水防
活動を支援するための洪水予報
等のリアルタイムの情報提供
　洪水時における河川管理者か
らの情報提供等（ホットライン
の構築）

取組状況

課題

取組状況

目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

　（２）－１逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

（２）－１－１情報伝達、避難計画等に関する事項

C・D・E・
L・M

H28年度
から

順次実施

・タイムラインは作成済み

であり、今後、検証してい

く。【H28～】

・中川、綾瀬川のタイムラ

インは作成済みである。

・今後、タイムラインを活

用した訓練に向けて検討を

行う。【H30】

・中川、綾瀬川のタイムラ

インは作成済みである。江

戸川のタイムラインを作成

予定。

・作成後、タイムラインを

市民に周知していく【H29

～】

・タイムラインは作成済み

である。

・今後、タイムラインを活

用した訓練に向けて検討を

行う。【H29～】

・タイムラインは作成済み

である。【H28年度】

・今後、内容の検証・改善

を行っていく。【H29～】

・タイムラインは作成済み

である。

・今後、タイムラインを活

用した訓練に向けて検討を

行う。【H29～】

・台風接近時に、昨年度策

定した荒川等のタイムライ

ン試行版の行動項目につい

て、課題や過不足について

の検証を行っている。

・荒川下流タイムラインの

葛飾区版について整理した

後、江戸川についてのタイ

ムラインについても検討す

る。【H29】

・北区、板橋区、足立区を

モデルエリアとした試行版

及びチェックリストを参考

に、国と連携して江戸川区

版のタイムラインを策定す

る予定。【H28～】

・大規模氾濫を想定した訓

練は実施していないため、

本部訓練の実施から検討す

る。【H29～】

・避難勧告の発令等に着目

した大規模風水害（台風上

陸）に関するタイムライン

を作成し、市町村に周知し

ている。

・区の取組を支援してい

く。

・気象情報に対する防災行

動との関連整理について、

流域区市町のタイムライン

作成に適宜協力する。

・水防管理者が実施する訓

練に必要に応じて協力す

る。

・作成に必要な水位情報等

の提供と、自治体訓練等へ

の参加

H28 －

江戸川のタイムラインを作

成した。

江戸川のタイムラインを作

成した。

－

・タイムライン作成。

・次年度にタイムラインの

検証できるよう水害を対象

とした総合的な訓練を実施

出来るよう関係機関と協議

を行った。

今年度実施予定なし

－

荒川下流タイムラインにつ

いて検討中

荒川下流タイムライン（拡

大試行版）を作成実施。

タイムラインを市町村に周

知

・区の取組を支援。 荒川下流タイムライン検討

会に参加し、関係各区の支

援を実施した。中川・綾瀬

川流域区市町からの問合せ

や訓練協力に対応できるよ

う準備した。

・作成に必要な情報の提供

や策定の支援体制を確保し

ている。

H29 － －

タイムラインの市民への周

知を検討した。

タイムラインを活用した訓

練に向けて検討を行った。

【H29～】

・水害を対象とした総合的

な総合的な訓練を実施し、

タイムラインの検証を行っ

た。

避難勧告等の判断・伝達マ

ニュアル作成済み

台風２１号等で荒川下流タ

イムライン（拡大試行版）

を活用し、その後行動項目

等について関係機関と検証

を実施。

江戸川タイムラインについ

て検討する

荒川下流タイムライン（拡

大試行版）を作成、運用開

始。

タイムラインを市町村に周

知

・区の取組を支援。 流域区市町からの問い合わ

せに対応すると共に、訓練

等の要請に応じて対応し

た。

・引き続き、作成に必要な

情報の提供や策定の支援体

制を確保する。

H30

・タイムラインについて、

検証した。

タイムラインの内容の検

証、改善を検討した。

引き続き実施した。 避難勧告等発令の対象区

域、発令の判断基準につい

て、内容を精査した。

・水害を対象とした総合的

な訓練を実施しタイムライ

ンの検証を行えるよう関係

機関と協議を行った。

作成済み。 荒川のタイムライン試行版

等の行動項目等について、

検証を行った。

荒川下流タイムラインにつ

いて検証する

運用開始した荒川下流タイ

ムライン（拡大試行版）に

ついてふり返り検討。

タイムラインを市町村に周

知予定

・区の取組を支援。 荒川下流タイムライン検討

会に参加し、関係各区の支

援を実施した。

・引き続き、作成に必要な

情報の提供や策定の支援体

制を確保する。

R1

・引き続きタイムラインに

ついて、検証していく。

引き続きタイムラインの内

容の検証や改善を検討する

とともに、タイムラインを

活用した訓練に向けて検討

を行う。

引き続き実施した。 引き続き避難勧告等発令の

対象区域、判断基準につい

て、内容を精査した。

・水害を対象とした総合的

な訓練を実施しタイムライ

ンの検証を行えるよう関係

機関と協議を行った。

タイムラインの検証・改善

を行う

台風１９号等で荒川下流タ

イムライン（拡大試行版）

を活用し、その後行動項目

等について関係機関と検証

を実施した。

荒川下流タイムラインにつ

いて検証する

運用開始した荒川下流タイ

ムライン（拡大試行版）に

ついてふり返り検討。

タイムラインを市町村に周

知予定

・「タイムライン作成手順

書」及び「東京都区市町村

タイムラインひな形」を作

成・配布し、区のタイムラ

インの作成を支援。

荒川下流タイムライン検討

会に参加し、関係各区を支

援する。流域区市町からの

問い合わせに対応すると共

に、訓練等の要請に応じて

対応する。

・引き続き、作成に必要な

情報の提供や策定の支援体

制を確保する。

R2

・台風１９号での対応で明

らかとなった課題を踏ま

え、タイムラインの検証を

進める。

・引き続きタイムラインの

内容の検証や改善を検討す

るとともに、タイムライン

を活用した訓練に向けて検

討を行う。

引き続き実施予定。 引き続き避難勧告等発令の

対象区域、判断基準につい

て、内容を精査、改善して

いく。

引き続き、タイムラインの

検証・改善を行っていく。

・タイムラインの市民への

周知を検討していく。

引き続きタイムラインの検

証・改善を行う

引き続き、荒川のタイムラ

イン試行版等の行動項目の

検証を行う。

今後、区の各部署で構成す

る水防体制再構築本部に

て、区独自のタイムライン

についても検討を行う。

台風１９号の教訓をもと

に、検証をする

運用開始した荒川下流タイ

ムライン（拡大試行版）に

ついてふり返りを行う予

定。

・引き続き、区の取組を支

援していく。

荒川下流タイムライン検討

会に参加し、関係各区を支

援する。流域区市町からの

問い合わせに対応すると共

に、訓練等の要請に応じて

対応する。

引き続き、作成に必要な情

報の提供や策定の支援体制

を確保していく。

Ａ
H29年度

（5月頃）

・H29年度出水期前に公表

H28

・H2８年度に検討及び資料

の作成を実施。

H29

Ｈ２９年度内に公表済み。

H30

R1

R2

Ａ
H29年度
から

順次実施

・想定最大規模の洪水を対

象とした洪水ハザードマッ

プの策定の取組に向けて検

討する。【H28～】

・想定最大規模の洪水を対

象とした洪水ハザードマッ

プの策定の取組に向けて検

討する。【H30】

・想定最大規模の洪水を対

象とした洪水ハザードマッ

プの策定の取組に向けて検

討する。【H29～31】

・想定最大規模の洪水を対

象とした洪水ハザードマッ

プの策定の取組に向けて検

討する。【H29～】

・想定最大規模の洪水を対

象とした洪水ハザードマッ

プの策定の取組に向けて検

討する。【H29】

・想定最大規模の洪水を対

象とした洪水ハザードマッ

プの策定の取組に向けて検

討する。【H32】

・想定最大規模の洪水を対

象とした洪水ハザードマッ

プの策定の取組に向けて検

討する。【H29～31】

・想定最大規模の洪水を対

象とした洪水ハザードマッ

プの策定の取組に向けて検

討する。【H29】

・各浸水想定区域の見直し

後、各河川、事象ごとに分

けたハザードマップの作成

を検討する。

H28 － －

想定最大規模の洪水を対象

とした洪水ハザードマップ

の策定に向けて検討を行っ

た。

－ －

今年度実施予定なし

－ －

ハザードマップの作成を準

備検討実施。

H29 － －

H31年度に想定最大規模降

雨を対象とした水害ハザー

ドマップを作成予定。

河川事務所からデータ提供

を受けた後、ハザードマッ

プの策定を検討した。

洪水浸水想定を基に想定最

大規模の洪水を対象とした

洪水ハザードマップの策定

に向けて検討を行う。

今年度実施予定なし 想定最大規模の洪水を対象

とした洪水ハザードマップ

の作成に着手。

想定最大規模の洪水を対象

とした洪水ハザードマップ

の内容について検討する

ハザードマップの見直しに

ついて方針を検討実施。

H30

・想定最大規模のハザード

マップの策定について検討

した。

想定最大規模の洪水を対象

とした洪水ハザードマップ

の策定の取組に向けて検討

中。

H31年度に想定最大規模降

雨を対象とした水害ハザー

ドマップを作成予定。

想定最大規模の水害を対象

とした水害ハザードマップ

を策定した。

洪水浸水想定を基に想定最

大規模の洪水を対象とした

洪水ハザードマップの策定

に向けて検討中。

今年度実施予定なし 想定最大規模の洪水を対象

とした洪水ハザードマップ

を作成

想定最大規模の洪水を対象

とした洪水ハザードマップ

の内容について検討する

江東５区広域避難推進協議

会にて、江東５区大規模水

害ハザードマップを作成・

周知実施。

江戸川区水害ハザードマッ

プを作成実施。

R1

・引き続き想定最大規模の

ハザードマップの策定につ

いて検討していく。

引き続き、想定最大規模の

洪水を対象とした洪水ハ

ザードマップの策定の取組

に向けて検討を実施。

想定最大規模降雨を対象と

した水害ハザードマップを

作成した。

多言語版の水害ハザード

マップを策定した。引き続

き、公共施設における浸水

想定区域図の掲示を検討し

ていく

想定最大規模の洪水を対象

とした洪水ハザードマップ

を作成し、全戸配布、ホー

ムページの掲載を実施し

た。

想定最大規模の洪水を対象

とした洪水ハザードマップ

の策定に向けて検討する。

改定した洪水ハザードマッ

プを区内全戸に配布した。

また、ハザードマップの周

知と理解が進むよう、解説

映像を制作し、動画サイト

等で公開した。

想定最大規模の洪水を対象

とした洪水ハザードマップ

を作成する

江戸川区水害ハザードマッ

プ全戸配布・説明講演会・

区民ニュース（DVD）作成

による周知実施。

R2

・想定最大規模のハザード

マップを作成予定。

引き続き、想定最大規模の

洪水を対象とした洪水ハ

ザードマップの策定の取組

に向けて検討する。

実施済み。 引き続き、公共施設におけ

る浸水想定区域図の掲示を

検討していく

イベント等で、洪水ハザー

ドマップの周知を実施して

いく。

想定最大規模の洪水を対象

とした洪水ハザードマップ

を策定と全戸配布予定。

水防訓練等のイベントで周

知活動などを実施予定

想定最大規模の洪水を対象

とした洪水ハザードマップ

を周知する

江戸川区水害ハザードマッ

プ説明会による周知予定。

課題 目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整

取組状況

⑤想定最大規模の洪水を対象と
した水害ハザードマップの策定
水害ハザードマップの改良、周
知、活用

取組状況

④想定最大規模の洪水を対象と
した洪水浸水想定区域図、氾濫
シミュレーションの公表

取組状況

③避難勧告等発令の対象区域、
判断基準等の確認
（水害対応タイムライン）
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

　（２）－１逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

（２）－１－１情報伝達、避難計画等に関する事項

E・F
H29年度
から

順次実施

・広域避難計画の策定につ

いて検討していく。【H29

～】

・導入の必要性を検証し、

必要に応じて近隣市区町と

連携した広域避難計画につ

いて検討する。【H30】

・広域避難について検討す

る。【H29～】

・広域避難計画の検証を

し、必要に応じて近隣自治

体と連携を図る【H29～】

・導入の必要性を検証し、

必要に応じて近隣市区町と

連携した広域避難計画につ

いて検討する。【H29～】

・導入の必要性を検証し、

必要に応じて近隣市区町と

連携した広域避難計画につ

いて検討する。【H29～】

江東５区広域避難推進協議

会において検討予定【H28

～】

・新たな浸水想定区域図に

基づき、広域避難も含めた

避難計画を策定予定

【H29】

・江東５区広域避難推進協

議会において検討予定。

【H28～】

・自治体の広域避難計画の

策定を支援する。

・中央防災会議の「洪水・

高潮氾濫からの大規模・広

域避難検討ワーキンググ

ループ」等の議論を踏まえ

て検討する。

・気象情報等の観点で作成

に必要な情報の提供及び策

定を支援する。

・作成に必要な情報の提供

および策定を支援

H28 － －

引き続き広域避難について

検討していく。
－ －

今年度実施予定なし 江東５区広域避難推進協議

会を立ち上げ検討中。

江東５区広域避難推進協議

会において、広域避難等に

ついて検討中

江東５区広域避難推進協議

会を立ち上げ検討実施。
－

・検討を行っている。 江東５区広域避難推進協議

会において、関係各区の広

域避難実施体制の検討を

行った。

・検討に必要となる予算要

求を実施。

H29 － －

引き続き実施した。 ・広域避難計画の検証を

し、必要に応じて近隣自治

体と連携を図ることを検討

した【H29～】

・引き続き、導入の必要性

を検証し、必要に応じて近

隣市区町と連携した広域避

難計画について検討した。

今年度実施予定なし 江東５区広域避難推進協議

会で検討中。

江東５区広域避難推進協議

会において、広域避難等に

ついて検討する

江東５区広域避難推進協議

会において検討実施。

市町村の取組状況を整理 ・引き続き検討を行ってい

く。

江東５区広域避難推進協議

会に参加し、関係各区の広

域避難実施体制の検討を

行った。

・広域避難の検討に向けた

基礎調査（避難場所等）を

実施。

H30

・広域避難体制の構築につ

いて検討した。

導入の必要性を検証し、必

要に応じて近隣市区町と連

携した広域避難計画につい

て検討した。

引き続き実施した。 引き続き広域避難計画の検

証をし、必要に応じて国・

県・近隣自治体と連携を図

ることを検討した

・引き続き、導入の必要性

を検証し、必要に応じて近

隣市区町と連携した広域避

難計画について検討した。

今年度実施予定なし 江東５区広域避難推進協議

会および内閣府と東京都が

設置した首都圏における大

規模水害広域避難検討会と

連携し検討中。

江東５区広域避難推進協議

会において、広域避難等に

ついて検討する

「首都圏における大規模水

害広域避難検討会」と連携

し、江東５区広域避難推進

協議会において検討実施。

広域避難に関する市町村と

の意見交換等を予定

6月に国と共同で設置した

「首都圏における大規模水

害広域避難検討会」におい

て、広域避難場所や避難手

段の確保などについて、関

係機関間の連携・役割分担

等について検討を進めてい

る。

江東５区広域避難推進協議

会に参加し、関係各区の広

域避難実施体制の検討を

行った。また、首都圏にお

ける大規模水害広域避難検

討会及びWGに参加し広域避

難について検討を行った。

・広域避難の検討に向けた

基礎調査（移動手段等）を

実施。

R1

・引き続き広域避難体制の

構築について検討してい

く。

引き続き、導入の必要性を

検証し、必要に応じて近隣

市区町と連携した広域避難

計画について検討する。

引き続き実施した。 引き続き広域避難計画の検

証をし、必要に応じて国・

県・近隣自治体と連携を図

ることを検討した

・導入の必要性を検証し、

必要に応じて近隣市区町と

連携した広域避難計画につ

いて検討した。

広域避難について検討する。江東５区広域避難推進協議

会や、国および都が設置し

た「首都圏における大規模

水害広域避難検討会」と連

携し検討した。

江東５区広域避難推進協議

会において、広域避難等に

ついて検討する

「首都圏における大規模水

害広域避難検討会」と連携

し、江東5区広域避難推進

協議会において検討実施。

上記取組を継続する。 国と共同で設置した「首都

圏における大規模水害広域

避難検討会」において、広

域避難場所や避難手段の確

保などについて、関係機関

間の連携・役割分担等につ

いて検討を進めている。

引き続き、検討会等におい

て広域避難について検討を

行う。

各自治体における広域避難

体制の構築に向けた支援体

制を継続。

R2

・引き続き広域避難体制の

構築について検討してい

く。

引き続き、導入の必要性を

検証し、必要に応じて近隣

市区町と連携した広域避難

計画について検討する。

引き続き実施予定。 引き続き広域避難計画の検

証をし、必要に応じて国・

県・近隣自治体と連携を図

ることを検討する

近隣市区町と連携した広域

避難計画の調整について検

討する。

広域避難計画について検討す引き続き、江東５区広域避

難推進協議会や、国および

都が設置した「首都圏にお

ける大規模水害広域避難検

討会」と連携し検討を実施

予定。

江東５区広域避難推進協議

会において、広域避難等に

ついて検討する

「首都圏における大規模水

害広域避難検討会」と連携

し、江東5区広域避難推進

協議会において検討予定。

引き続き、検討会等におい

て広域避難について検討を

行う。

引き続き、検討会、課長会

等において広域避難につい

て検討を行う。

各自治体における広域避難

体制の構築に向けた支援体

制を継続していく。

E・G・I・L R3年度

・関係課と調整し、要配慮

者利用施設を対象とした避

難訓練等を検討していく。

【H30～】

・関係課と調整し、要配慮

者利用施設を対象とした避

難訓練等の支援を検討して

いく。【H30】

・要配慮者施設関係課と調

整し，要配慮者利用施設に

おける避難計画や、避難訓

練の実施支援を検討してい

く。【H29～】

・要配慮者利用施設への対

応等を考慮した避難計画の

導入の必要性を検証し、必

要に応じ避難計画を検討す

る。【H29～】

・福祉担当課と調整し，要

配慮者利用施設における訓

練の実施支援を検討してい

く。【H28～】

・福祉担当課と調整し、訓

練の実施支援を検討してい

く。【H29～】

・要配慮者施設について

は、庁内連携により、計画

作成支援に向けた役割や行

程を確認する。地下施設に

ついては、北千住駅地下水

害対策勉強会にて官学が連

携し、対応基準や避難誘導

などの避難計画を検討して

いる。【要配慮者　Ｈ２８

～、地下施設　継続実施】

・H２６年度に対象施設に

対して避難計画策定に関す

る説明会を実施した。ま

た、避難計画策定のための

手引きを作成し、HPに掲載

している。

・地下施設には浸水に対す

る注意喚起等の情報連絡を

実施している。

H28 － －

要配慮者施設関係課と調整

し，要配慮者の避難体制に

ついて検討を行った。

－

・要配者利用施設での訓練

を行うために施設管理者と

協議を実施した。

・防災知識の習得のため、

市主催の防災リーダー認定

講習会に参加していただい

た。

今年度実施予定なし

－

対象施設に対して避難計画

策定に関する説明会を実施

した。

地下施設は連絡体制を確

認。要配慮者利用施設及び

大規模工場は庁内関係部署

と調整実施。

H29 －

・要配慮者利用施設の施設

管理者に対し、必要に応じ

て避難計画案作成の支援を

行った。

引き続き実施した。 ・要配慮者利用施設への対

応等を考慮した避難計画の

導入を検討し、必要に応じ

避難計画を検討した。

【H29～】

・要配者利用施設での訓練

を行うために施設管理者と

協議を実施した。

・災害対策に関する知識の

習得のため、市主催の防災

リーダー認定講習会に参加

していただいた。

・対象施設の管理者を対象

に説明会を開催した。

・要配慮者利用施設の確定

と施設管理者への周知に向

けて、庁内検討会を実施。

・北千住駅地下水害対策勉

強会で地下施設管理者と水

害対策について検討。

対象施設に対して避難計画

策定に関する説明会を実施

予定

要配慮者利用施設の避難計

画作成義務化に向けた対応

を検討実施。

H30

・要配慮者利用施設を対象

とした避難計画等を検討し

た。

平成30年度に関係課による

PTを設置。要配慮者利用施

設における避難計画の作成

及び避難訓練の実施に係る

支援について検討した。

（現在、対象となる要配慮

者施設を見直し中のため、

進捗率は未記入）

引き続き実施した。 福祉部局と連携し、各施設

における避難計画策定を推

進、支援について検討し

た。

・要配者利用施設での訓練

を行うために施設管理者と

協議を実施した。

・災害対策に関する知識の

習得のため、市主催の減災

リーダー認定講習会に参加

していただいた。

進捗率：約６％

要配慮者利用施設における

避難確保計画の作成につい

て支援する。

進捗率：３７．５％

・避難確保計画作成に向

け、要配慮者利用施設の管

理者等に対する支援策につ

いて検討（手引き等を作

成）。

・計画策定率は0％。

・地下施設管理者による水

害対策の検討に対する支援

（地下施設等の計画策定率

100％）

対象施設に対して避難計画

策定に関する作成について

支援する。

要配慮者利用施設向けに避

難計画のひな形を作成。

R1

・関係課と調整し、要配慮

者利用施設を対象とした避

難計画作成の支援等を実施

していく。

引き続き、関係課によるPT

において、要配慮者利用施

設における避難計画の作成

及び避難訓練の実施に係る

支援を検討し、進めてい

く。

引き続き検討した。 ホームページに計画のひな

形、作成例、作成方法を掲

載し、対象となる施設に個

別に通知をした。

・要配者利用施設での訓練

を行うために施設管理者と

協議を実施した。

・災害対策に関する知識の

習得のため、市主催の減災

リーダー認定講習会に参加

していただいた。

要配慮者利用施設における

避難確保計画の作成につい

て支援する

ホームページに計画の雛形

を掲載。

進捗率：５５．５％

・避難確保計画作成に向

け、要配慮者利用施設の管

理者等に対する支援策につ

いて検討した。

・地下施設管理者による水

害対策の検討への支援（地

下施設等の計画策定率１０

０％）

対象施設に対して避難計画

策定に関する作成について

支援する。

要配慮者避難確保計画の作

成対象施設を選定し、避難

計画の作成について支援実

施。

R2

・引き続き関係課と調整

し、要配慮者利用施設を対

象とした避難計画作成の支

援等を実施していく。

引き続き、関係課によるPT

において、要配慮者利用施

設における避難計画の作成

及び避難訓練の実施に係る

支援を検討し、進めてい

く。

引き続き検討予定。 引き続き福祉部局と連携

し、各施設における避難計

画策定を推進、支援してい

く。

・要配者利用施設での訓練

を行うために施設管理者と

協議を行う。

・要配慮者利用施設に対

し、災害対策に関する知識

の習得のため、市主催の減

災リーダー認定講習会に参

加を要請する。

要配慮者利用施設における

避難確保計画の作成につい

て支援する

ホームページに計画の雛形

を掲載。

・避難確保計画作成に向

け、ハザードマップDVD等

を活用した施設管理者の説

明会を実施する。

・業務委託を活用し、避難

確保計画作成に必要な支援

の一部を行う。

対象施設に対して避難計画

策定に関する作成について

支援する。

要配慮者避難確保計画の作

成対象施設を選定し、避難

計画の作成について支援を

行う

I・N R2年度

洪水予警報や緊急速報メー

ルを警戒レベルがわかる発

表文に見直し

H28

H29

H30

R1
R1.6から見直した発表文に

よる運用を開始。

R2

目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整

取組状況

⑥隣接市区町における避難場所
の設定（広域避難体制の構築）
等

⑦要配慮者利用施設における避
難計画の作成
　地下施設、大規模工場への対
応等を考慮した避難計画の検
討、施設管理者による計画案の
作成の支援

取組状況

課題

⑧洪水予測や河川水位の状況に
関する解説

取組状況
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

　（２）－１逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

（２）－１－１情報伝達、避難計画等に関する事項

B・I R2年度

防災施設の機能に関する情

報提供の充実方策について

検討する。

H28 －

H29 －

H30 －

R1

・三郷放水路アニバーサ

リープロジェクト実施

・首都圏外郭放水路の見学

会ツアーを実施

R2

引き続き、首都圏外郭放水

路の見学会ツアーを実施

I・N R2年度
計画規模の洪水浸水想定区

域図を浸水ナビに実装

H28

H29

H30

計画規模、想定最大規模の

浸水想定区域図を実装済み

R1 －

R2 －

（２）－１－２平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

A・B
引き続き

実施

・市長室危機管理課が窓口

となっている。

・治水課、危機管理課が窓

口となっている。

・危機管理防災課が対応す

る。

・環境安全部危機管理防災

課が窓口となっている。

・市民生活部危機管理課が

窓口となっている。

・総務課庶務防災担当が窓

口となっている。

避難や平時の準備等につい

ては危機管理部災害対策

課、水防計画や事業等につ

いては都市建設部企画調整

課が窓口としている。

・危機管理課で対応する ・問合せ窓口は、危機管理

室防災危機管理課としてい

る。

・河川砂防課防災担当が窓

口となっている。

予定なし 問合せ窓口を設置してい

る。

・問い合わせ窓口を設置し

ている。

H28 －

実施済み 実施済み

－ －

実施済み

－ －

危機管理室が窓口となって

対応。 － －

窓口を通じて問合せに対応

した。

・災害情報普及支援室（防

災対策課含む）を設置済み

H29 －
実施済み 実施済み

－
危機管理課が窓口となって

対応。

実施済み
－ －

危機管理室が窓口となって

対応。

窓口設置済み
－

窓口を通じて問合せに対応

した。

H30
・引き続き市長室危機管理

課が窓口となる。

実施済み 実施済み
－ －

実施済み
－ －

危機管理室が窓口となって

対応。

窓口設置済み
－

窓口を通じて問合せに対応

した。

R1
・引き続き市長室危機管理

課が窓口となる。

引き続き実施 実施済み
－ －

実施済み
－ －

危機管理室が窓口となって

対応。

窓口設置済み
－

引き続き窓口を設置し、問

合せに対応する。

R2

・引き続き市長室危機管理

課が窓口となる。

引き続き実施 実施済み

－ －

実施済み

－ －

危機管理室が窓口となって

対応予定。

－

引き続き窓口を設置し、問

合せに対応する。

A・B・K
H28年度
から

順次実施

・地域住民を対象に、防災

講演会等で水災害について

説明している。

・今後市民向け啓発冊子等

配布について検討してい

く。【H28～】

・出張講座や防災訓練時に

実施している。

・今後も防災訓練や出張講

座を通じて防災意識の普及

啓発に努める。

・水防災に関し、ホーム

ページ掲載など防災知識啓

発活動等の強化について検

討する。【H29】

・住民からの依頼に応じ防

災講座やﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの説明

会を行っている。今後も実

施していく。

・洪水時の避難方法等につ

いて、自治会や自主防災会

に出前講座を実施してい

る。

・今後は広報誌、ホーム

ページ、ブログなど防災知

識啓発活動等を定期的に行

う。【H28～】

・住民からの依頼に応じ

て、出前講座を実施してい

る。

・講演会等を通して江戸川

等の水害（昭和22年のカス

リーン台風）の説明を行っ

ている。

・水災害を想定した訓練を

実施している。

・広報誌への掲載や出前講

座を実施している。

・水害時（外水氾濫、内水

氾濫）の避難方法等につい

て、自治会や各団体向けに

防災講演会を実施してい

る。

・住民説明会や訓練など、

多面的に取り組む。

・出前講座を実施してい

る。

・風水害の体験型訓練を拡

充していく。

・広報と連携した、啓発支

援に取り組んでいく。【継

続】

・河川事務所及び流域自治

体の取組に協力する。

・自治体等の要請により、

出前講座等を積極的に行っ

ていく

H28

市民向け啓発冊子を作成。

作成後市民に配布。

出張講座や防災訓練におい

て、水害対策の展示、啓発

を行った。

出張講座を実施した。

市広報に水防災に関する防

災対策を掲載し啓発を行っ

た。
－

・出前講座を自治会、自主

防災会に対して21回実施し

た。

・広報誌、ホームページ、

ブログや登録制メール等で

定期的に情報発信を行っ

た。

実施済み 足立区・消防署合同の総合

水防訓練にて水防工法やタ

イムラインに基づく住民避

難訓練を実施

広報誌への掲載や出前講座

を実施した

住民説明会や防災訓練を継

続実施。

－

・６月に日の出町と合同で

集中豪雨や台風による風水

害から住民の生命を守るた

め、避難を中心とした訓練

を実施した。

・広報と連携した、啓発支

援に取り組んでいる。

各流域の水防連絡会等の機

会を捉え、気象情報の利活

用による早めの防災対応に

ついて周知を行った。ま

た、改善される情報の概要

説明を行った。

・出前講座等の体制を確

保。

H29

・水災害について、地域住

民及び市職員に対し、説明

会を実施した。

・防災訓練や出張講座を通

じて防災意識の普及啓発を

行った。

引き続き実施した。 出前講座等を行った。 ・出前講座を自治会、自主

防災会に対して１４回実施

した。

・広報誌、ホームページ、

ブログや登録制メール等で

定期的に情報発信を行っ

た。

実施済み 引き続き実施予定 広報誌への掲載や出前講座

を実施する

住民説明会や防災訓練を継

続実施。

出前講座を実施した。 ・６月に青梅市と合同で集

中豪雨や台風による風水害

から住民の生命を守るた

め、避難を中心とした訓練

を実施した。

・広報と連携した、啓発支

援に取り組んでいる。

流域各都県主催会議や、個

別の取組みにより、気象情

報の利活用について実施し

た。

・引き続き、出前講座等の

体制を確保する。

H30

・地域住民等に対し、水災

害に関する説明会等を実施

した。

防災訓練や出張講座を通じ

て防災意識の普及啓発を

行った。

引き続き実施した。 引き続き、出前講座等を

行った

・出前講座を自治会、自主

防災会に対して１５回実施

した。

・広報誌、ホームページ、

ブログや登録制メール等で

定期的に情報発信を行っ

た。

引続き出前講座を実施する。・足立区・消防署合同の総

合水防訓練にて水防工法や

タイムラインに基づく住民

避難訓練を実施

・一部の避難所訓練等で水

害に関する講演会等を実施

広報誌への掲載や出前講座

を実施する

住民説明会や防災訓練を継

続予定。

出前講座を実施した。 ・６月にあきる野市と合同

で集中豪雨や台風による風

水害から住民の生命を守る

ため、避難を中心とした訓

練を実施した。

・広報と連携した、啓発支

援に取り組んでいる。

流域各都県主催会議や、個

別の取組みにより、防災気

象情報の利活用について説

明を実施した。

・引き続き、出前講座等の

体制を確保する。

R1

・引き続き、地域住民等に

対し、水災害に関する説明

会等を実施していく。

引き続き、防災訓練や出張

講座を通じて防災意識の普

及啓発を行う。

引き続き実施した。 引き続き、出前講座等を

行った

・出前講座を自治会、自主

防災会に対して１５回実施

した。

・広報誌、ホームページ、

登録制メール等で定期的に

情報発信を行った。

引続き出前講座を実施する。出前講座を実施し、ハザー

ドマップの見方や東京都作

成の「東京マイ・タイムラ

イン」の配布により、防災

行動作成促進を行った。

広報誌への掲載や出前講座

を実施する

住民説明会や防災訓練を継

続。

要望に応じて出前講座を実

施する。

６月に桧原村と合同で集中

豪雨や台風による風水害か

ら住民の生命を守るため、

避難を中心とした訓練を実

施した。

引き続き説明会等を通じ

て、防災気象情報の利活用

に関する普及啓発を行う。

・引き続き、出前講座等の

体制を確保する。

R2

・引き続き、地域住民等に

対し、水災害に関する説明

会等を実施していく。

引き続き、防災訓練や出張

講座を通じて防災意識の普

及啓発を行う。

引き続き実施予定。 引き続き、出前講座等を行

う

・出前講座を自治会、自主

防災会に対して実施できる

よう働きかけを行う

・出水期にあわせて広報誌

に啓発記事の掲載をはじ

め、ホームページ、登録制

メール等で定期的に情報発

信を行う。

引き続き出前講座を実施す

る。

避難訓練を含めた防災訓練

を検討する。

引き続き出前講座を実施予

定

広報誌への掲載や出前講座

を実施する

住民説明会や防災訓練を継

続予定。

要望に応じて出前講座を実

施する。

・集中豪雨や台風による風

水害から住民の生命を守る

ため、避難を中心とした訓

練を実施予定

引き続き説明会等を通じ

て、防災気象情報の利活用

に関する普及啓発を行う。

・引き続き、出前講座等の

体制を確保する。

取組状況

①水災害の事前準備に関する問
合せ窓口の設置

取組状況

②水災害に関する説明会や避難
訓練の開催

目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

関
東
地
整

⑨防災施設の機能に関する情報
提供の充実

取組状況

⑩避難計画策定のツールの充実

取組状況

課題
東
京
都

気
象
庁



○概ね５年で実施する取組（中川・綾瀬川）10／17 【参考資料－２】
●：実施済み（完了）　、　▲：着手済み（継続）　、　○：実施予定　、　－：予定無し　、　■：該当なし・対象なし　赤字：更新箇所

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

　（２）－１逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

（２）－１－２平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

A・B・K
H28年度
から

順次実施

・教員を対象とした、防災

講演会等で水災害について

説明

・学校からの要請に応じ

て、教職員や地域住民を対

象に避難所開設訓練等を実

施している。

・水災害教育の実施につい

て、教育委員会と協議して

いく。[H28～]

・今後、実施を検討してい

く【H29～H32で検討】

・教職員を対象とした災害

図上訓練を実施検討【H28

～】

・今後、実施の検討を行

う。【H29～】

・講演会等を通して江戸川

等の水害（昭和22年のカス

リーン台風）の説明を行っ

ている。

・要望に応じて、出前講座

を実施する。

・区内小中学校の校長、教

員等を対象にした防災に係

る勉強会や、小学校の総合

学習の中で防災教育を継続

していく。

予定なし 予定なし ・河川事務所及び流域自治

体の取組に協力する。

・自治体等の要請により、

出前講座等を積極的に行っ

ていく

H28 －

学校からの要請に応じて、

教職員を対象とした講座を

実施した。

また、学校や地域の要請に

応じて、教員に加え、生徒

や地域住民も含めた講座、

避難所開設訓練等を実施し

た。

引き続き実施を検討した。 ・教職員を対象とした出前

講座を実施

教職員を対象とした災害図

上訓練(DIG)を実施した

今年度実施予定なし 一部の避難所運営訓練に

て、教員を含めた講習会を

実施

－

小中学校の校長、教員等を

対象にした防災に係る研修

会を検討実施。

要望に応じて、出前講座を

実施する。

－

東京都教育庁主催の「学校

安全教室指導者講習会」、

埼玉県「南部管内学校安全

担当指導主事会議」「学校

健康教育推進研修会」、千

葉県「実践的安全教育総合

支援事業推進委員会」等に

出席、教員等を対象とした

防災講演等を実施。

・講習会に活用できるツー

ル検討の為の予算要求を実

施。

H29

・ハザードマップを教材と

した、授業実施について防

災担当の教員に対し説明会

を実施した。

学校からの要請に応じて、

教職員を対象とした講座を

実施した。

また、学校や地域の要請に

応じて、教員に加え、生徒

や地域住民も含めた講座、

避難所開設訓練等を実施し

た。

引き続き実施を検討した。 ・今後、実施を検討した

【H29～H32で検討】

教職員を対象とした災害図

上訓練(DIG)を実施した。

実施に向けた検討を行う。 引き続き実施予定

－

小中学校の校長、事務職員

等を対象にした防災に係る

研修会を検討実施。

予定なし

－

東京都教育庁主催の「学校

安全教室指導者講習会」、

埼玉県「実践的安全教育総

合支援事業推進委員会」

「学校健康教育推進研修

会」、千葉県「防災授業実

践研修会」等に出席、教員

等を対象とした防災講演等

を実施。

・講習会に活用できるツー

ル検討を実施。

・『防災教育学習指導計画

（案）』を作成。

H30

・引き続き教員に対し、説

明会を実施した。

学校からの要請に応じて、

教職員を対象とした講座を

実施した。

また、学校や地域の要請に

応じて、教員に加え、生徒

や地域住民も含めた講座、

避難所開設訓練等を実施し

た。

引き続き実施を検討した。 引き続き実施を検討した 教職員を対象とした災害図

上訓練(DIG)を実施した。

実施に向けた検討を行う。 避難所運営訓練にて、教員

を含めた講演会を実施

・生活指導連絡会において

減災教育の研修会を実施
－

小中学校の校長、教員等を

対象にした防災に係る研修

会を検討実施。

予定なし

－

東京都教育庁主催の「学校

安全教室指導者講習会」、

埼玉県「実践的安全教育総

合支援事業推進委員会」、

千葉県「高等学校安全教育

指導者養成講座」等に参

画、教員等を対象とした防

災講演等を実施。

・自治体への支援体制を確

保する。

R1

・引き続き教員に対し、説

明会を実施する。

引き続き、依頼に応じて実

施していく。

引き続き実施を検討した。 引き続き実施を検討した 教職員を対象とした災害図

上訓練(DIG)を実施した。

実施に向けた検討を行う。 一部の避難所運営訓練に

て、教員を含めた講習会を

実施 －

小中学校の校長、教員等を

対象にした防災に係る研修

会を実施。

要請に応じて、出前講座を

実施する。

防災安全教育担当教員等を

対象に東京マイ・タイムラ

インの講話等を実施

引き続き教師自らが実施す

る学校防災教育への支援の

実施に重点を置き、各県主

催の指導者講習会等に参加

していく。

・自治体への支援体制を確

保する。

R2

・引き続き教員に対し、説

明会を実施する。

学校からの要請に応じて、

教職員を対象とした講座を

実施した。

また、学校や地域の要請に

応じて、教員に加え、生徒

や地域住民も含めた講座、

避難所開設訓練等を実施し

た。

引き続き実施を検討予定。 引き続き実施を検討してい

く。

教職員を対象とした災害図

上訓練(DIG)を実施予定。

実施に向けた検討を行う。 一部の避難所運営訓練に

て、教員を含めた講習会を

実施予定。

　避難所の開設手順につい

て教員のルールも含め検討

を実施。そのルールについ

て、水害についての知識が

得られるよう、教員へ周知

を行う。

－

小中学校の校長、教員等を

対象にした防災に係る研修

会を実施予定。

引き続き、要請に応じて、

東京マイ・タイムラインの

講話等を実施予定

引き続き教師自らが実施す

る学校防災教育への支援の

実施に重点を置き、各県主

催の指導者講習会等に参加

していく。

・自治体への支援体制を確

保する。

A・B・K
H28年度
から

順次実施

・小学生を対象とした、防

災講演会等で水災害につい

て説明

予定なし ・水災害教育の実施につい

て、教育委員会と協議して

いく。【H28～】

・今後、実施を検討してい

く【H29～H32で検討】

・今後、実施の検討を行

う。【H29～】

・今後、実施の検討を行

う。【H29～】

・講演会等を通して江戸川

等の水害（昭和22年のカス

リーン台風）の説明を行っ

ている。

・要望に応じて、出前講座

を実施する。

・小中学校の総合学習の中

で、防災教育（地震、風水

害）を実施。【継続実施】

・必要に応じて、出前講座

を実施

・「東京防災」を活用した

啓発支援に取り組んでい

く。【継続】

・河川事務所及び流域自治

体の取組に協力する。

・中学生を対象とした防災

学習において、水災害・地

震災害をとりあげている。

・また、今後小学生を対象

とした教育を検討してい

く。【H29～】

H28 －

市立小学校1校の全生徒に

対し、災害に対する備え等

の講座を行った。

小学校の授業で、川の性

質、地域の特徴（河川に囲

まれている、過去の水害）

について学んでいる。 －

H29に市立小学校の５年生

に水防災(災害図上訓練)を

行えるよう関係者と調整を

行った。

今年度実施予定なし 一部の学校で実施 出前講座を実施 小中学校において防災教育

を実施検討。

－

水害を含めた自然災害への

対策等を学べる「防災ノー

ト」を都内小中学校の児

童・生徒に配布し、防災教

育を推進した。

関東地方整備局と連携した

学校防災教育の推進体制を

整え、リーディング校にお

ける体験授業の協力を実施

した。

各取組への協力方法などに

ついて検討を行った。

中学生に対して実施済

H29

・ハザードマップを教材と

した、防災学習を実施。

小学生を対象とした各団体

等に対し、災害に対する備

え等の講座を行った。

引き続き実施した。 市立小学校1校の生徒に対

し、水害に対する備え等の

講座を行った。

市立小学校の５年生に災害

図上訓練(DIG))を実施し

た。

実施に向けた検討を行う。 要望等に応じて実施してい

く

出前講座を実施 小中学校において防災教育

を継続検討。

予定なし 水害を含めた自然災害への

対策等を学べる「防災ノー

ト～災害と安全～」を都内

小中学校の児童・生徒に配

布し、防災教育を推進し

た。

実施事例なし。 防災教育学習指導計画

（案）の作成支援（川口市

立戸塚北小学校）

H30

・引き続き、防災教育を促

進した。

小学生を対象とした各団体

等に対し、災害に対する備

え等の講座を行った。

引き続き実施した。 引き続き、講座の実施を検

討した。

・市立小学校の５年生に災

害図上訓練(DIG))を実施し

た。

・市立中学校の2年生に避

難所開設訓練を実施した。

１つの小学校において、学

校安全総合支援事業の一環

として、防災教育を実施す

る。

要望等に応じて実施 出前講座を実施 小中学校において防災教育

を継続検討。

小学生を対象に出前講座を

実施。

水害を含めた自然災害への

対策等を学べる「防災ノー

ト～災害と安全～」を都内

小中学校の児童・生徒に配

布し、防災教育を推進し

た。

学校安全総合支援事業に参

画し流域の小学校の防砂教

育を支援。

三郷市小学校社会科副読本

の作成支援（三郷市教育委

員会）

R1

・引き続き、防災教育を促

進する。

引き続き、依頼に応じて実

施していく。

引き続き実施した。 中学校１校で生徒主体の避

難所開設訓練を行った

・市立小学校の５年生に災

害図上訓練(DIG))を実施し

た。

・市立中学校の2年生に避

難所開設訓練を実施した。

１つの小学校において、授

業の一環として、防災出前

講座を実施する。

東京マイ・タイムラインの

全員配布を機に、小中学校

において作成されるよう学

校へ依頼を行った。

出前講座を実施 小中学校において防災教育

を継続検討。

引き続き要請に応じて、出

前講座を実施する。

水害を含めた自然災害への

対策等を学べる「防災ノー

ト～災害と安全～」を都内

小中学校の児童・生徒に配

布し、防災教育を推進して

いく。

引き続き流域の防災教育を

支援していく。

・防災教育支援ツールの作

成（川口市立戸塚北小学

校）

・野田市小学校社会科副読

本の作成支援（野田市教育

委員会）

R2

・引き続き、防災教育を促

進する。

・引き続き、依頼に応じて

実施していく。

引き続き実施予定。 引き続き、講座の実施を検

討する。

・引き続き、市立小学校の

5年生に災害図上訓練

(DIG))を実施予定。

・引き続き、市立中学校の

2年生に避難所開設訓練を

実施予定。

防災教育を推進する学校を

支援する。

避難訓練時などに水害につ

いても伝えていく。

引き続き実施を行う予定 小中学校において防災教育

を継続予定。

引き続き要請に応じて、出

前講座を実施する。

気象防災ワークショップ等

のプログラムを活用し、引

き続き流域の防災教育を支

援していく。

引き続き実施していく。

目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整

取組状況

④防災教育の促進

取組状況

③教員を対象とした講習会の実
施

課題
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

　（２）－１逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

（２）－１－２平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

A・E・G
H28年度
から

順次実施

・市内小中学校に指定避難

場所の看板設置

・電柱に避難場所等の案内

広告を設置していく予定。

【H28～】

・現在、東京電力グループ

会社と、電柱への看板設置

に関する協定の締結に向け

て調整中。

【H28】

・想定浸水深を表示する看

板は未整備であるが、市内

150箇所の電柱に、避難所

誘導看板を設置している。

・避難所誘導看板の設置箇

所を増やす。

・避難場所に指定避難場所

であることを表示する看板

を設置している。

・市内小中学校、県立高

校、一部公共施設に指定避

難場所の看板設置

・指定避難場所誘導看板を

20箇所設置

・企業と避難場所誘導案内

付電柱広告に関する協定を

締結しており、順次、設置

を拡大している。

・避難場所に指定避難場所

であることを表示する看板

や誘導案内板の設置につい

て検討していく。【H30

～】

・新たな浸水想定区域図に

基づいて、設置を進めてい

く。（ただし、当区にとっ

て一番大きな被害が想定さ

れる河川の浸水想定深を表

示予定）【H3１】

・荒川・江戸川について

は、洪水標識板（まるごと

まちごとハザードマップ）

を区内の電柱に設置してい

る

・浸水想定区域図の見直し

に基づき、現在設置してい

る看板のつけかえを検討し

ていく。【H29】

・水害に対する区民の意識

を啓発するため、小中学校

の校舎や公園、堤防など区

内174箇所に「水位標示

板」を設置。

・洪水浸水想定区域の見直

し後、公共施設や電柱を中

心に看板の設置を検討して

いく。【H29～】

・「まるごとまちごとハ

ザードマップ」の看板設置

に関する助言や財政支援を

実施している。

H28

・東京電力グループ会社

と、電柱への看板設置に関

する協定を締結。

電柱への看板設置に関する

協定の締結を行い、順次設

置を拡大している。

新たに７５枚避難所誘導看

板を設置した。

・東京電力グループ会社

と、電柱への看板設置に関

する協定を締結。

企業と避難場所誘導案内付

電柱広告に関する協定を締

結しており、順次、設置を

拡大した。

今年度実施予定なし 整備に向け検討中

－

まるごとまちごとハザード

マップの実施について検討

実施。

・助言や財政支援に関する

体制を確保。

H29 －

電柱への看板設置に関する

協定の締結を行い、順次設

置を拡大している。

新たに１０３枚避難所誘導

看板を設置した。

協定に基づき、電柱への看

板設置を進めることを検討

した。

企業と避難場所誘導案内付

電柱広告に関する協定を締

結しており、順次、設置を

拡大した。

今年度実施予定なし 整備に向け検討。 ー まるごとまちごとハザード

マップの実施について検討

実施。

・引き続き、助言や財政支

援に関する体制を確保す

る。

H30

・引き続き迅速な避難が行

えるよう、案内板の整備等

実施した。

電柱への看板設置に関する

協定の締結を行い、順次設

置を拡大している。

引き続き「まるごとまちご

とハザードマップ」につい

て検討した。

引き続き、電柱への看板設

置を進めることを検討し

た。 －

今年度実施予定なし 整備に向け検討。

－

公共施設や電柱を中心に看

板の設置を検討実施。

・引き続き、助言等の支援

に関する体制を確保する。

R1

・引き続き迅速な避難が行

えるよう、案内板の整備等

実施していく。

引き続き、電柱への看板設

置について、周知啓発を

行っていく。

東電タウンプランニングと

協定を結び電柱広告に公共

スペースを設け、避難所・

避難場所等の掲示を予定。

引き続き、電柱への看板設

置を進めることを検討し

た。

企業と避難場所誘導案内付

電柱広告に関する協定を締

結しており、設置の拡大を

検討した。

また、まちごとまるごとハ

ザードマップの設置検討を

行った。

まるごとまちごとハザード

マップの設置（R１年度

末）

・区内の主要道路沿いに設

置するロケット型消火器格

納箱への海抜表示ステッ

カー貼付を開始した。

・当区にとって一番大きな

被害が想定される河川を対

象として、東電タウンプラ

ンニングとの協定締結によ

り、電柱広告への浸水深表

示を進めている。

－

公共施設や電柱を中心に看

板の設置を検討実施。

・まるごとまちごとハザー

ドマップの整備に関する財

政支援について説明。

R2

・引き続き迅速な避難が行

えるよう、案内板の整備等

実施していく。

引き続き、電柱への看板設

置について、周知啓発を

行っていく。

避難所誘導看板を設置予

定。

引き続き、電柱への看板設

置を進める

企業と避難場所誘導案内付

電柱広告に関する協定を締

結しており、順次、設置を

拡大を検討する。

また、まちごとまるごとハ

ザードマップの設置検討、

設置を行う。

まるごとまちごとハザード

マップの増設について検討

する。

学校など避難先へ、浸水表

示を実施予定。

－

公共施設や電柱を中心に看

板の設置を検討。

引き続き、助言等の支援に

関する体制を確保する。

B・J H29年度

・気象警報等に関連して

「危険度を色分けした時系

列」及び「警報級の可能

性」の提供を開始する計画

H28

流域区市町に対し、改善さ

れる情報の概要説明を実

施。

H28年6月から防災情報提供

システムにて試行提供を

行っている。

H29

「危険度を色分けした時系

列」及び「警報級の可能

性」の提供を5月に開始す

ると共に、メッシュ情報を

活用した大雨、洪水注意報

警報の改善を7月に実施し

た。

H30

流域自治体の水防関係会議

において防災気象情報の理

解・活用に係る説明を実施

した。

R1

引き続き、流域自治体にお

ける防災気象情報の理解・

活用に係る取り組みを進め

る。

R2

台風や低気圧などについ

て、3日先までの雨量や2日

先の風速などの予測の信頼

度が高い場合には、気象情

報等を通じてこれらを具体

的な数値で発表する。

課題 目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整

取組状況

⑥気象情報発信時の「危険度の
色分け」や「警報級の現象」等
の改善

取組状況

⑤日常時から水防災意識の向上
を図り、迅速な避難を実現する
ための「まるごとまちごとハ
ザードマップ」の検討、案内板
の整備等
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

　（２）－１逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

（２）－１－２平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

E・G・I・L
H28年度
から

順次実施

・関係課と調整し、要配慮

者利用施設を対象とした避

難訓練等を検討していく。

【H30～】

・福祉担当課と調整し、要

配慮者利用施設における避

難訓練の支援等を検討して

いく。【H30】

・要配慮者施設関係課と調

整し，要配慮者利用施設に

おける避難計画や、避難訓

練の実施支援を検討してい

く。

・要配慮者利用施設等への

対応等を考慮した避難計画

及び避難訓練の導入の必要

性を検証し、必要に応じ避

難訓練の実施を検討する

【H29～H32で検討】

・要配慮者施設関係課と連

携し、要配慮者利用施設に

おける訓練の実施支援を検

討する。【H28～】

・福祉担当課と調整し、訓

練の実施支援を検討してい

く。【H29～】

・庁内連携により、訓練の

実施に向けた役割や行程を

確認する。【H28～】

・平成２６年度に対象施設

に対して避難計画策定に関

する説明会を実施した。ま

た、避難計画策定のための

手引きを作成し、HPに掲載

している。

・地下施設には浸水に対す

る注意喚起等の情報連絡を

実施している。

H28 － －

要配慮者施設関係課と調整

し，要配慮者の避難体制に

ついて検討を行った。

－

・要配者利用施設での訓練

を行うために施設管理者と

協議を実施した。

・防災知識の習得のため、

市主催の防災リーダー認定

講習会に参加していただい

た。

今年度実施予定なし 実施に向け検討中 対象施設に対して避難計画

策定に関する説明会を実施

した。

地下施設は連絡体制を確

認。要配慮者利用施設及び

大規模工場は庁内関係部署

と調整実施。

H29 － －

引き続き実施した。 ・要配慮者利用施設等への

対応等を考慮した避難計画

及び避難訓練の導入を検討

し、必要に応じ避難訓練の

実施を検討した【H29～H32

で検討】

・要配者利用施設での訓練

を行うために施設管理者と

協議を実施した。

・防災知識の習得のため、

市主催の防災リーダー認定

講習会に参加していただい

た。

今年度実施予定なし 庁内検討会を実施。 対象施設に対して避難計画

策定に関する説明会を実施

予定

要配慮者利用施設の避難計

画作成義務化に向けた対応

を検討実施。

H30

・要配慮者利用施設を対象

とした避難訓練等について

検討した。

要配慮者利用施設における

避難確保計画作成や、避難

訓練の実施を検討した。

引き続き実施した。 引き続き要配慮者利用施設

等への対応等を考慮した避

難計画及び避難訓練の導入

を検討し、必要に応じ避難

訓練の実施を検討した

・要配者利用施設での訓練

を行うために施設管理者と

協議を実施した。

・防災知識の習得のため、

市主催の減災リーダー認定

講習会に参加していただい

た。

要配者利用施設での訓練を

行うために施設管理者と協

議を検討する。

庁内検討会を実施。 対象施設に対して避難計画

策定に関する作成について

支援する。

要配慮者利用施設向けに避

難計画のひな形を作成。

R1

・関係課と調整し、要配慮

者利用施設を対象とした避

難訓練等の支援等を実施し

ていく。

引き続き、要配慮者利用施

設における避難確保計画作

成や、避難訓練の実施を推

進していく。

引き続き検討した。 引き続き要配慮者利用施設

等への対応等を考慮した避

難計画及び避難訓練の導入

を検討し、必要に応じ避難

訓練の実施を検討した

・要配者利用施設での訓練

を行うために施設管理者と

協議を実施した。

・防災知識の習得のため、

市主催の減災リーダー認定

講習会に参加していただい

た。

要配者利用施設での訓練を

行うために施設管理者と協

議を検討する。

庁内検討会を継続。 対象施設に対して避難計画

策定に関する作成について

支援する。

要配慮者避難確保計画の作

成対象施設を選定し、避難

計画の作成について支援実

施。

R2

・引き続き関係課と調整

し、要配慮者利用施設を対

象とした避難訓練等の支援

等を実施していく。

引き続き、要配慮者利用施

設における避難確保計画作

成や、避難訓練の実施を推

進していく。

引き続き検討予定。 引き続き要配慮者利用施設

等への対応等を考慮した避

難計画及び避難訓練の導入

を検討し、必要に応じ避難

訓練の実施を検討する

・要配者利用施設での訓練

を行うために施設管理者と

協議を検討。

・防災知識の習得のため、

市主催の減災リーダー認定

講習会に参加を要請する。

・要配者利用施設での訓練

を行うために施設管理者と

協議を検討する。

庁内検討会を継続。 対象施設に対して避難計画

策定に関する作成について

支援する。

要配慮者避難確保計画の作

成対象施設を選定し、避難

計画の作成について支援を

行う

K R2年度

関係機関と調整し、避難訓

練の実施について検討して

いく。

河川等の防災情報等を活用

した住民参加型の避難訓練

の実施について検討してい

く。

－

住民参加型の避難訓練の実

施を検討していく。

市総合防災訓練にて、開催

地周辺の地域住民が参加す

る避難訓練を実施する。

住民の避難訓練も含めた水

害想定防災訓練を実施する

水防訓練の中で、バス等を

利用した広域避難を実施。

出前講座を実施する 住民参加の促進を検討して

行く。

H28 －

市総合防災訓練にて、開催

地周辺の地域住民が参加す

る避難訓練を実施した。

出前講座を実施する

－

H29 －

市総合防災訓練にて、開催

地周辺の地域住民が参加す

る避難訓練を実施した。

出前講座を実施する

－

H30 －

市総合防災訓練が悪天候に

より中止となったため、今

後の住民参加型の避難訓練

実施について検討した。

・避難訓練等を含む総合防

災訓練の実施状況等や今後

の予定を協議会等の場で共

有した。

河川付近の町会を避難者と

して訓練を実施。

出前講座を実施する

－

R1

避難訓練の実施について検

討していく。

実施を検討していく。

－

市総合防災訓練にて、開催

地周辺の地域住民が参加す

る避難訓練を実施した。

・市総合防災訓練におい

て、水害を想定した避難訓

練を実施した。

参加者：98人

住民の避難訓練も含めた水

害想定防災訓練の実施を検

討する。

避難先の学校で行われる避

難訓練に、水害を想定した

訓練について実施を検討す

る。

出前講座を実施する 検討実施

R2

避難訓練の実施について検

討していく。

・実施を検討していく。

－

市総合防災訓練にて、開催

地周辺の地域住民が参加す

る避難訓練を実施予定。

・市総合防災訓練におい

て、水害を想定した避難訓

練を実施する。

住民の避難訓練も含めた水

害想定防災訓練の実施予

定。

避難先の学校で行われる避

難訓練に、水害を想定した

訓練について実施を検討す

る。

出前講座を実施する 検討予定

関
東
地
整

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

取組状況

取組状況

課題

⑧避難訓練への地域住民の参加
促進

⑦要配慮者利用施設や地下施
設、大規模工場における避難訓
練

目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市



○概ね５年で実施する取組（中川・綾瀬川）13／17 【参考資料－２】
●：実施済み（完了）　、　▲：着手済み（継続）　、　○：実施予定　、　－：予定無し　、　■：該当なし・対象なし　赤字：更新箇所

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

　（２）－１逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

（２）－１－２平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

A・B・K R2年度

福祉関係課及び関係機関と

調整し、共助の強化に向け

た検討を行う。

各地区地域包括センターに

防災マップやハザードマッ

プを配架している。

地域包括支援センターと連

携した水害からの高齢者の

避難行動の理解促進に向け

た取組について検討を行

う。

地区防災計画の作成促進に

向け、モデルとなる地区の

選定及び計画の作成を実施

していく。

地域包括支援センタ―等で

ハザードマップを掲示して

いる。

地域包括支援センター・ケ

アマネージャーと連携した

水害からの高齢者の避難行

動の理解促進に向けた取組

の実施を検討する。

・高齢者福祉部局への情報

提供の実施する。

・専門家による講演等を通

じて地区防災計画の作成や

地域の防災リーダー育成に

関する取組を実施する。

ハザードマップ（L2）の作

成後、地域包括支援センタ

―等でハザードマップを掲

示する。

地区防災計画策定時、地区

の要配慮者への声かけなど

を含んだ計画を策定する。

要配慮者利用施設への情報

提供をする

福祉関係部署への情報提供

を行う

H28 －

２町会の地区防災計画を策

定。

要配慮者利用施設への情報

提供をする
－

H29 －

４町会の地区防災計画を策

定。

要配慮者利用施設への情報

提供をする
－

H30 －

地域包括支援センター・ケ

アマネージャーに水害から

の避難行動の理解促進に向

けた出前講座を実施した。

・高齢者福祉部局への情報

提供の実施した。

・専門家による講演等を通

じて地区防災計画の作成や

地域の防災リーダー育成に

関する取組を実施。

１０町会の地区防災計画を

策定。

要配慮者利用施設への情報

提供をする

福祉関係部署への情報提供

実施

R1

福祉関係課及び関係機関と

調整し、共助の強化に向け

た検討を行う。

地域包括支援センターと連

携した水害からの高齢者の

避難行動の理解促進に向け

た取組について検討を行

う。

地区防災計画の作成促進に

向け、モデルとなる地区の

選定、計画の作成及び研修

会の実施。

引き続き、地域包括支援セ

ンター・ケアマネージャー

に水害からの避難行動の理

解促進に向けた出前講座の

実施を検討した。

・高齢者福祉部局への情報

提供の実施した。

・専門家による講演等を通

じて地区防災計画の作成や

地域の防災リーダー育成に

関する取組を実施。

要配慮者利用施設等へのハ

ザードマップの啓示を検討

する。

福祉部へ協議会の資料等情

報提供を行った。

１１町会の地区防災計画を

策定及び７町会の見直し実

施予定。また、

宮城・小台地区においてコ

ミニュニティタイムライン

の策定を開始した。

要配慮者利用施設への情報

提供をする

福祉関係部署への情報提供

実施

R2

福祉関係課及び関係機関と

調整し、共助の強化に向け

た検討を行う。

・地域包括支援センターと

連携した水害からの高齢者

の避難行動の理解促進に向

けた取組について検討を行

う。

地区防災計画の作成促進を

啓発していく。

引き続き、地域包括支援セ

ンター・ケアマネージャー

に水害からの避難行動の理

解促進に向けた出前講座の

実施を検討する。

・引き続き、高齢者福祉部

局への情報提供の実施す

る。

・専門家による講演等を通

じて地区防災計画の作成や

地域の防災リーダー育成に

関する取組を実施する。

ハザードマップ（L2）の作

成と要配慮者利用施設等へ

の啓示予定

１２町会の地区防災計画を

策定及び１０町会の見直し

を行った。また、引き続き

コミニュニティタイムライ

ン策定を実施予定。

要配慮者利用施設への情報

提供をする

福祉関係部署への情報提供

実施予定

A・B・K R2年度

関係機関と調整し、地域防

災力向上の人材育成に向け

た検討を行う。

必要性について検討してい

く。

－

自主防災組織等の要請に応

じて専門家による支援方法

の検討をしていく。

・自主防災組織等の要請に

応じ、専門家を派遣する。

－

町会や関係団体が集まる会

にて、水害発生時の広域避

難等について講演を行う

地域防災会議を実施する 防災講演会や地域訓練等に

て人材育成を行う

要請に応じ、専門家の派遣

H28 －

町会や関係団体が集まる会

にて、水害発生時の広域避

難等について講演を行っ

た。

地域防災会議を実施する 防災講演会や地域訓練等に

て実施。

H29 －

町会や関係団体が集まる会

にて、水害発生時の広域避

難等について講演を行っ

た。

地域防災会議を実施する 防災講演会や地域訓練等に

て実施。

H30 －

・自主防災組織等の要請に

応じ、専門家等を派遣し

た。

町会や関係団体が集まる会

にて、水害発生時の広域避

難等について講演を行っ

た。

地域防災会議を実施する 防災講演会や地域訓練等に

て実施。

R1

関係機関と調整し、地域防

災力向上の人材育成に向け

た検討を行う。

必要性について検討してい

く。

－

自主防災組織等の要請に応

じて専門家による支援方法

を検討した。

・自主防災組織等の要請に

応じ、専門家等を派遣し

た。

－

東京マイ・タイムライン

リーダー講習会などへの推

薦を実施。町会や関係団体

が集まる会にて、水害発生

時の広域避難等について講

演を実施。

地域防災会議を実施する 防災講演会や地域訓練等に

て実施。

専門家リストを作成済み

R2

関係機関と調整し、地域防

災力向上の人材育成に向け

た検討を行う。

必要性について検討してい

く。

－

自主防災組織等の要請に応

じて専門家による支援方法

を検討する。

・自主防災組織等の要請に

応じ、専門家を派遣する。

－

引き続き、地域リーダーと

なる機会創出を検討する。

地域防災会議を実施する 防災講演会や地域訓練等に

て実施予定。

気象台内に地域チームを構

成し、市区町村への直接的

な防災支援を実施

要請に応じて専門家の派遣

していく。
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葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整

課題 目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

⑨共助の仕組みの強化

取組状況

⑩地域防災力向上のための人材
育成

取組状況
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

（２）－２洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

（２）－２－１水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

N
引き続き

実施

・消防団が水防団を兼務し

ており、伝達の確認や実施

については、日頃の訓練や

火災現場等で行っている。

・毎月のパトロールを行

い、伝達の確認をしてい

る。

・消防団が水防団を兼務し

ており、伝達の確認や実施

については、日頃の訓練や

火災現場等で行っている。

・Ｈ28年度から消防団用の

デジタル簡易無線機の配備

を予定している。

・八潮消防署から水防団を

兼ねる消防団に対して情報

連絡を行っている。

・消防団が水防団を兼務し

ており、伝達の確認や実施

については、日頃の訓練や

火災現場等で行っている。

・消防団用のデジタル簡易

無線を配備している。

・消防団が水防団を兼務し

ており、伝達の確認や実施

については、日頃の訓練や

火災現場等で行っている。

・消防団が水防団を兼務し

ており、伝達の確認や実施

については、日頃の訓練や

火災現場等で行っている。

H28 － － 実施済み － － 実施済み

H29
・引き続き地域住民の参加

について検討していく。

消防団用のデジタル簡易無

線機の配備を進めている。

実施済み
－ －

実施済み

H30
・引き続き地域住民の参加

について検討した。

消防団用のデジタル簡易無

線機の配備を進めている。

実施済み

－ －

実施済み

R1
・引き続き地域住民の参加

について検討していく。

消防団用のデジタル簡易無

線機の配備を進めている。

実施済み

－ －

実施済み

R2

・引き続き地域住民の参加

について検討していく。

引き続き、消防団用のデジ

タル簡易無線機の配備を進

めていく。

実施済み

－ －

実施済み

N・O
引き続き

実施

・地域住民の参加について

検討していく。【H29～】

・重要水防箇所等におい

て、共同点検を実施してい

る。

・県職員及び市職員合同で

点検を実施している。

・河川事務所、県土整備事

務所、消防署、市職員で巡

視をしている。

・毎年、国が実施している

重要水防箇所等の共同点検

に市職員が参加している。

・毎年、国が実施している

重要水防箇所等の共同点検

に参加している。また、県

が実施している重要水防箇

所の共同点検では、水防団

長も参加している。

・今後、共同点検を実施す

る。【H29～】

・国から消防庁へ連絡し、

消防署職員が参加してい

る。

・国実施の重要水防箇所合

同点検への参加

・県管理河川における重要

水防箇所合同点検の実施

・今後も継続して、国が実

施している重要水防箇所等

の共同点検に参加する。

・河川事務所が実施し、流

域区市町が参加する共同点

検に同行し、リスクの高い

区間について確認する。

・重要水防箇所等の共同点

検を実施している。

H28 － －

実施済み 国が実施している重要水防

箇所等の共同点検に市職員

が参加した。

国が実施している重要水防

箇所等の共同点検に市職員

が参加した。

実施済み

－ － －

・国が実施している重要水

防箇所等の共同点検に参

加。
－

・６月に合同巡視を実施。

H29 － －

実施済み ・地域住民の参加について

検討した。【H29～】

国が実施している重要水防

箇所等の共同点検に市職員

が参加した。

実施済み ・区職員と関係機関で共同

点検を実施。

・消防署から水防上危険の

ある箇所の情報を消防団へ

提供してもらうよう依頼。

ー 県管理河川における重要水

防箇所合同点検の実施

・国が実施している重要水

防箇所等の共同点検に参

加。
－

・５月に合同巡視を実施。

H30

・引き続き地域住民の参加

について検討していく。

－

実施済み 引き続き地域住民の参加に

ついて検討した。

国が実施している重要水防

箇所等の共同点検に市職員

が参加した。

実施済み ・区職員と関係機関で共同

点検を実施。

・消防署から消防団へ参加

要請（不参加）。
－

・国実施の重要水防箇所合

同点検へ参加

・県管理河川における重要

水防箇所合同点検の実施

・国が実施している重要水

防箇所等の共同点検に参

加。 －

・５月に合同巡視を実施。

・水防資機材等も含め、維

持業者も共同して巡視を実

施。

R1

・引き続き地域住民の参加

について検討していく。

－

実施済み 引き続き地域住民の参加に

ついて検討した。

国が実施している重要水防

箇所等の共同点検に市職員

が参加した。

継続的に実施 ・区職員と関係機関で共同

点検を実施した。

－

・国実施の重要水防箇所合

同点検へ参加予定

・県管理河川における重要

水防箇所合同点検の実施予

定

継続して、国が実施してい

る重要水防箇所等の共同点

検に参加する。

共同点検に参加する。 ・５月に合同巡視を実施。

・水防資機材等も含め、維

持業者も共同して巡視を実

施。

R2

・引き続き地域住民の参加

について検討していく。

－

実施予定 引き続き地域住民の参加に

ついて検討していく。

国が実施している重要水防

箇所等の共同点検に市職員

が参加予定。

継続的に実施 ・区職員と関係機関で共同

点検を実施する。

－

継続して、国が実施してい

る重要水防箇所等の共同点

検に参加する。
－

・５月に合同巡視を実施予

定。

O
引き続き

実施

・毎年１回、国の水防演習

に職員が参加している。

・利根川水系合同水防訓練

に職員が毎年約２０名と消

防団が約１５名参加してい

る。

－

・江戸川水防事務組合の水

防訓練が、４年に１度は三

郷市開催のため、水防団が

訓練を行っている。他市町

で開催の場合は分団長等が

見学に行く。

・江戸川水防演習を実施予

定【H31】

・江戸川水防事務組合（春

日部市・三郷市・吉川市・

松伏町）の水防訓練は、４

年に１度は吉川市開催のた

め、水防団(消防団)及び自

主防災組織、消防署が訓練

を行っている。他市町で開

催の場合は水防団(消防団)

分団長、消防署等が見学に

行く。

・江戸川水防演習に参加し

ている。

・足立区・消防署合同総合

水防訓練を年１回実施

・利根川水系合同水防訓練

に毎年参加

・区の水防訓練も毎年実施

・第６５回利根川水系合同

水防訓練への参加（多数の

職員が参加）

・水防技術講習会の実施

（H28　職員１９名参加、

事務局６名）

・水防管理団体が行う水防

訓練、講習会に参加（１２

箇所、職員２３名参加）

・県職員を対象とした水防

工法練習会の実施（職員複

数名参加）

・利根川水系連合・総合水

防演習に今後も引き続き参

加する。

・協議会関係機関が実施す

る訓練に必要に応じて協力

する。

・水防管理団体が行う訓練

等に参加する。

H28 －

6月8日の利根川水系合同水

防訓練に参加した。

－ －

三郷市で行われた水防訓練

を見学した。

実施済み

－

利根川水系合同水防訓練に

参加

区の水防訓練も実施 －

・利根川水系連合・総合水

防演習に参加。

次年度の利根川水系連合水

防演習について、関係事務

所と調整を行い、訓練への

協力方法について検討し

た。

・水防管理団体が行う訓練

に参加。

H29 －

5月20日の利根川水系合同

水防訓練に参加した。

－ －

春日部市で行われた水防訓

練を見学した。

今後検討を行う。 足立区・消防署合同総合水

防訓練実施

利根川水系合同水防訓練に

参加

区の水防訓練も実施

・第６６回利根川水系連

合・総合水防演習を開催

・水防管理団体が行う水防

訓練、講習会に参加（１１

箇所、職員２１名参加）

・消防団員を対象とした出

前講座の実施

・水防技術講習会への参加

・利根川水系連合・総合水

防演習に参加。

第66回利根川水系連合水防

演習に参加すると共に広報

ブースを活用した防災広報

を行った。

また、次年度の利根川水系

連合水防演習について、関

係事務所と訓練への協力方

法について調整した。

・水防管理団体が行う訓練

に参加。

H30

・引き続き、国の水防演習

等の参加について検討して

いく。

5月19日の利根川水系合同

水防訓練に参加した。

－ －

松伏町で行われる水防訓練

を見学した。

当町を会場として江戸川水

防演習を開催した。

足立区・消防署合同総合水

防訓練実施

利根川水系合同水防訓練に

参加

区の水防訓練も実施

・第６７回利根川水系連

合・総合水防演習へ参加し

た。

・水防管理団体が行う水防

訓練、講習会に参加した。

・利根川水系連合・総合水

防演習に参加。

第67回利根川水系連合水防

演習に参加すると共に広報

ブースを活用した防災広報

に取り組んだ。

・水防管理団体が行う訓練

に参加。

R1

・引き続き、国の水防演習

等の参加について検討して

いく。

5月18日の利根川水系合同

水防訓練に参加した。
－ －

・江戸川水防演習を実施 水防演習に参加する。 足立区・消防署合同総合水

防訓練実施

利根川水系合同水防訓練に

参加

区の水防訓練も実施

引き続き各水防演習へ参加

する。

利根川水系連合・総合水防

演習に引き続き参加する。

第68回利根川水系連合水防

演習に参加すると共に、流

域自治体の訓練に協力す

る。

・水防管理団体が行う訓練

に参加。

R2

・引き続き、国の水防演習

等の参加について検討して

いく。

引き続き、利根川水系合同

水防訓練に参加していく。

－ －

三郷市で行われる水防訓練

を見学予定

水防演習に参加する。 足立区・消防署合同総合水

防訓練を実施予定

利根川水系合同水防訓練に

参加

区の水防訓練も実施

利根川水系連合・総合水防

演習に引き続き参加する。

第69回利根川水系連合水防

演習に参加すると共に、流

域自治体の訓練に協力す

る。

・水防管理団体が行う訓練

に参加予定。

取組状況

①水防団等への連絡体制の再確
認と伝達訓練等の実施

取組状況

②水防団や地域住民が参加し、
洪水に対しリスクが高い区間の
共同点検等の実施
　重要水防箇所の見直し及び水
防資機材の確認

取組状況

③水防団、自主防災組織、消防
署等の関係機関が連携した水防
訓練等の実施
　水防団間での連携、協力に関
する検討

課題 目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

（２）－２洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

（２）－２－１水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

O
引き続き

実施

・ホームページ等で常時団

員募集を行っている。

・消防団（水防団）のホー

ムページを作成し、組織や

活動内容について紹介し、

常時団員募集を行ってい

る。

・越谷市独自のリーフレッ

トを作成、市内の公共施設

や商業施設等に配布し、消

防団の魅力を発信、募集活

動を行っている。

－

・消防団（水防団）のホー

ムページを作成し、組織や

活動内容について紹介し、

常時団員募集を行ってい

る。

・消防団（水防団）のホー

ムページを作成し、組織や

活動内容について紹介し、

常時団員募集を行ってい

る。

・消防団（水防団）のホー

ムページを作成し、組織や

活動内容について紹介し、

常時団員募集を行ってい

る。

予定なし ・若い世代を将来の地域防

災の担い手として確保する

ため、大学等と入団促進活

動を定例化できるよう協議

するとともに、消防少年団

員についても積極的な入団

促進を図っていく。

【H28】

H28 － － － －

・各分団において勧誘活動

の実施

・市民まつりなどにおいて

勧誘活動の実施

・広報誌で団員募集

・ホームページで団員募集

実施済み

－

積極的に入団促進を図って

いる

H29 － － － ー

・各分団において勧誘活動

の実施

・市民まつりなどにおいて

勧誘活動の実施

・広報誌で団員募集

・ホームページで団員募集

実施済み

－

積極的に入団促進を図る

H30

・引き続き消防団（水防

団）の募集等を行ってい

く。

－ － ー

・各分団において勧誘活動

の実施

・市民まつりなどにおいて

勧誘活動の実施

・広報誌で団員募集

・ホームページで団員募集

実施済み

－

積極的に入団促進を図る

R1

・引き続き消防団（水防

団）の募集等を行ってい

く。

－ － －

・各分団において勧誘活動

の実施

・市民まつりなどにおいて

勧誘活動の実施

・広報誌で団員募集

・ホームページで団員募集

実施済み

－

積極的に入団促進を図る

R2

・引き続き消防団（水防

団）の募集等を行ってい

く。

－ － －

R1の取り組みを継続 実施済み

－

積極的に入団促進を図る

O
H29年度
から

順次実施

・ホームページ等で常時団

員募集を行っている。

草加八潮消防組合におい

て、水防団を兼ねる消防団

に関して、ホームページや

消防訓練及び火災予防週間

街頭キャンペーン実施時に

募集を行っている。

・広報誌等を通じて水防活

動を行う消防団員の募集な

どを図っている。

・あらゆる機会を捉え、消

防団員の募集広報活動を行

い消防団員の拡充を図って

いく。

H28 －

引き続き実施した。 引き続き実施 本庁舎のイベントスペース

を利用した消防団の活動展

において消防団員の募集チ

ラシを配布実施。

H29 － －

引き続き実施した。 ・消防団（水防団）のホー

ムページを作成し、組織や

活動内容について紹介し、

常時団員募集を行った。

広報誌や、ホームページ等

で広く水防団員(消防団員)

の募集を実施。

今後、実施に向けて検討す

る。

引き続き実施 消防団員の募集広報活動を

行い消防団員の拡充を図っ

ていく。

本庁舎のイベントスペース

を利用した消防団の活動展

において消防団員の募集チ

ラシを配布実施。

・水防月間ポスター・リー

フレットを各市町村に配

布。

・県庁本庁舎に懸垂幕を掲

示。

・カスリーン台風70周年

グッズ（シール）の作成、

各イベントでの配布。

H30

・引き続き消防団（水防

団）の募集等を行ってい

く。 －

引き続き実施した。 引き続き団員の募集を行っ

た。

広報誌や、ホームページ等

で広く水防団員(消防団員)

の募集を実施。

出前講座等を通じて広く募集引き続き実施 消防団員の募集広報活動を

行い消防団員の拡充を図っ

ていく。

本庁舎のイベントスペース

を利用した消防団の活動展

において消防団員の募集チ

ラシを配布実施。

県管理河川における重要水

防箇所合同点検の実施し

た。

R1

・引き続き消防団（水防

団）の募集等を行ってい

く。 －

引き続き実施した。 引き続き団員の募集を行っ

た。

広報誌や、ホームページ等

で広く水防団員(消防団員)

の募集を実施。

出前講座等を通じて広く募集引き続き実施 消防団員の募集広報活動を

行い消防団員の拡充を図っ

ていく。

本庁舎のイベントスペース

を利用した消防団の活動展

において消防団員の募集チ

ラシを配布実施。

引き続き点検を実施予定。

R2

・引き続き消防団（水防

団）の募集等を行ってい

く。

－

引き続き実施予定。 引き続き団員の募集を行

う。

引き続き実施予定。 継続して実施 引き続き実施予定 消防団員の募集広報活動を

行い消防団員の拡充を図っ

ていく。

本庁舎のイベントスペース

を利用した消防団の活動展

において消防団員の募集チ

ラシを配布予定。

⑤水防に関する広報の充実（水
防団確保に係る取組）

取組状況

取組状況

④水防活動の担い手となる水防
協力団体の募集・指定等の促進

課題 目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

（２）－３一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動及び施設運用強化の取組

（２）－３－１排水活動及び施設運用の強化に関する取組

S
H28年度
から

順次実施

・市所管の一部排水施設の

操作運用マニュアルについ

て内容の見直しを図ってい

く。【H28～】

・排水施設については、操

作規則等で運用している。

・市内には多くの排水施設

があり、これらを活用し、

迅速に氾濫水を排水できる

よう、排水計画を検討して

いく。【H32】

・排水施設については、操

作規則等で運用している。

・連絡体制について検討し

ていく。【H29～】

・排水ポンプ車の配置計画

を検討中。

・市内の河川（大場川）排

水機場の操作について、埼

玉県より委託されており、

操作規則によって洪水時の

操作方法は規定されてい

る。

・市内各所の排水ポンプ施

設については市職員が操

作・運用している。

・市内に2つの雨水ポンプ

場があり、市職員が操作を

行う

・設定水位に達すると自動

運転し、運転に不具合があ

る場合は、担当課所属職員

に情報伝達される。

・町内には排水機場２箇

所、ポンプ３箇所、移動式

ポンプ２台により、河川の

水位が高水位となり、自然

排水が困難になった場合強

制排水を実施している。

・操作運用マニュアルの作

成について検討していく。

【H29～】

・国や都の排水活動によ

る。内水については、道路

冠水しやすい箇所に排水ポ

ンプ設置済み。

・東京都と連絡体制を確保

している。

・区は都下水道局の排水施

設及び大規模水害時は国へ

の情報提供を予定。

・国と県で、排水機場に万

一トラブルが発生した場合

に相互協力して排水機場を

運転する協定を結び危機管

理体制を強化している。

・計画作成に必要な情報を

提供する。

・排水施設の情報共有及び

連絡体制を確保する【H28

～】

・津波の遠隔操作化につい

て、対象施設は抽出済。

・今後の施設改修計画等を

踏まえ順次実施する予定。

H28 － －

引き続き、検討した。

－ －

・移動式ポンプ２台購入

・河川放流量協議開始

・平成27年の浸水被害箇所

の浸水シュミレーション作

成

・調整池整備の検討 ー －

排水活動は都や国に情報提

供の実施。

－

・計画作成に必要な情報を

提供。

・排水計画の検討に必要と

なる予算要求を実施。

H29 － －

・(仮設)排水ポンプ車配置

計画を策定した。

・市内排水施設(1箇所)に

ついて、排水能力の増強を

検討した。
ー －

・移動式ポンプ日常点検

ー －

協議会において排水計画の

必要性について確認実施。

協定を締結済み ・計画作成に必要な情報を

提供。

・排水計画の検討を実施。

H30

・引き続き排水施設の適正

な管理、配置等について検

討していく。 －

市内排水施設の増強につい

て引き続き、検討した。
ー －

・移動式ポンプ日常点検

ー －

排水ポンプ車の１次参集場

所や配置場所の情報提供に

協力実施。

協定を締結済み ・計画作成に必要な情報を

提供。

・排水作業準備計画（案）

の作成

R1

・引き続き排水施設の適正

な管理、配置等について検

討していく。

－

市内排水施設の増強につい

て引き続き、検討した。

－ －

・移動式ポンプ日常点検予

定

ー －

排水ポンプ車の２次参集場

所や配置場所の情報提供に

協力実施。

協定を締結済み ・引き続き計画作成に必要

な情報を提供する。

・国と連携し大規模水害時

における排水対策の検討を

進める。

・排水作業準備計画を作成

済み

R2

・引き続き排水施設の適正

な管理、配置等について検

討していく。

・排水計画について引き続

き検討していく。

市内排水施設の増強につい

て引き続き、検討予定。

－ －

・移動式ポンプ日常点検

ー －

排水ポンプ車の２次参集場

所や配置場所の情報提供に

協力実施予定。

・引き続き計画作成に必要

な情報を提供する。

・引き続き国と連携し大規

模水害時における排水対策

の検討を進める。

－

S
H28年度
から

順次実施

・排水施設の操作マニュア

ルに基づく訓練の実施を検

討していく。【H28～】

・適切な排水が出来るよ

う、月１回の排水施設の点

検をかねた操作研修を実施

している。

・排水訓練の実施について

検討していく。【H29～】

・排水基本計画の策定後、

必要に応じて排水訓練の実

施について検討する。

【H29～H32で検討】

・台風や突発的な豪雨の際

に排水活動を実践すること

により、排水作業の習得を

行っている。

・町内の排水施設の操作研

修を実施している。

内水の排水訓練は毎年行っ

ている。

・水害時の排水について

は、都下水道局の排水施設

及び大規模水害時は国の排

水ポンプ車が行う。

・区は都下水道局の排水施

設及び大規模水害時は国へ

の情提供を予定。

・必要に応じて実施につい

て検討。

・必要に応じて実施につい

て検討。

・大規模水害を想定した排

水訓練の実施を検討してい

く。

H28

・排水施設の操作マニュア

ルに基づく訓練を実施。 －

引き続き検討した。

－

出水期に排水活動を実践

し、排水作業の習得を行っ

た。

今年度実施予定なし

－ －

水防訓練において排水訓練

を実施。 －

・排水ポンプ車による排水

訓練を実施した。

・排水訓練の検討に必要と

なる予算要求を実施。

H29 －

適切な排水が出来るよう、

月１回の排水施設の点検を

かねた操作研修を実施し

た。

引き続き検討した。 ・排水基本計画の策定後、

必要に応じて排水訓練の実

施について検討した。

【H29～H32で検討】

出水期に排水活動を実践

し、排水作業の習得を行っ

た。

今年度実施予定なし

－ ー

水防訓練において排水訓練

を実施。
ー

・引き続き必要に応じて実

施について検討していく。

排水ポンプ車を用いた訓練

を実施

H30

・引き続き排水計画等につ

いて検討していく。

適切な排水が出来るよう、

月１回の排水施設の点検を

かねた操作研修を実施し

た。

引き続き検討した。 引き続き排水基本計画等に

ついて検討した。

出水期に排水活動を実践

し、排水作業の習得を行っ

た。

町内の排水施設の操作研修

を実施

－ －

水防訓練において排水訓練

を実施。

ー

・必要に応じて実施につい

て検討。

排水ポンプ車を用いた訓練

を実施

R1

・引き続き排水計画等につ

いて検討していく。

適切な排水が出来るよう、

月１回の排水施設の点検を

かねた操作研修を実施し

た。

引き続き検討した。 引き続き排水基本計画の策

定と排水訓練の実施につい

て検討した。

出水期に排水活動を実践

し、排水作業の習得を行っ

た。

町内の排水施設の操作研修

を実施

－ －

水防訓練において排水訓練

を実施。

ー

・引き続き必要に応じて実

施について検討していく。

排水ポンプ車を用いた訓練

を実施

R2

・引き続き排水計画等につ

いて検討していく。

引き続き訓練を実施してい

く。

引き続き検討予定。 引き続き排水基本計画の策

定と排水訓練の実施につい

て検討していく。

出水期に排水活動を実践

し、排水作業の習得を行

う。

町内の排水施設の操作研修

を実施

ー －

水防訓練において排水訓練

を実施予定。

ー

・引き続き必要に応じて実

施について検討していく。

排水計画に基づく訓練の実

施について検討する。

課題 目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整

②排水計画に基づく排水訓練の
実施

取組状況

①氾濫水を迅速に排水するため
の排水施設の情報共有及び排水
手法等の検討、排水施設の保守
点検・メンテナンスの実施の
他、故障等発生時のバックアッ
プの仕組み作り、排水ポンプ
車・ポンプ施設の配置計画につ
いて、関係機関が連携して実施
　排水施設、排水資機材の運用
方法の改善及び排水施設の整備
等
　樋門・樋管等の施設の確実な
運用体制の確保

取組状況
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組

（２）－３一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動及び施設運用強化の取組

（２）－３－２減災・防災に関する国の支援

K
H29年度
から

順次実施

・平成30年度までに災害対

応のノウハウを技術移転す

るため、初動対応から復旧

に至るまで総合的にマネジ

メントできる人材育成プロ

グラムを作成し、これに基

づき研修・訓練等を協議会

において情報提供

・国による地方公共団体等

への支援充実に加え、地方

公共団体間の相互支援を促

し、災害対応力の向上を図

るため、災害発生時に地方

整備局等から被災状況や

TEC-FORCEによる支援活動

を被災地以外の地方公共団

体にも情報提供を充実

H28

H29 －

H30

TEC-FORCEの活動状況をリ

エゾン連絡会議にて、協議

会メンバーへ情報提供。

R1

気象庁防災対応支援チーム

（JETT）を都県及び市区町

村へ派遣し、気象解説等を

行う。

TEC-FORCEの活動状況を協

議会メンバーへ情報提供。

R2

気象庁防災対応支援チーム

（JETT）を都県及び市区町

村へ派遣し、気象解説等を

行う。

TEC-FORCEの活動状況を協

議会メンバーへ情報提供予

定。

B
H29年度
から

順次実施

平成29年度中に、DiMAPSの

利用促進に向け、都県に対

する説明を実施し、災害情

報共有を強化

H28

H29

・幹事会において、DiMAPS

の概要について幹事会メン

バ－へ情報提供を実施。

H30

R1

R2

自治体にも情報共有できる

「気象防災データベース」

の運用開始

①災害時及び災害復旧に対する
支援

取組状況

②災害情報の地方公共団体との
共有体制強化

取組状況

課題 目標時期

実施する機関

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

埼
玉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整
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